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中
国
最
古
の
博
物
館
に
関
す
る
一
考
察

張
　
哲

要
旨

中
国
に
お
け
る
博
物
館
の
濫
觴
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
ピ
エ
ー
ル
・
ウ
ー
ド
が
一
八
六
八
年
に
設
立
し
た
「
徐
家
匯
博
物
院
」
で
あ
る
と
中
国
で
は
一

般
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
か
る
認
識
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
中
国
の
研
究
者
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
未
だ
周
知
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
こ
の
点
を
再
度
明
確
に
し
た
う
え
で
、
中
国
で
の
博
物
館
の
濫
觴
を
見
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
一
章
で
は
、
中
日
両
国
の
博
物
館
学
に
お
け
る
博
物
館
機
能
の
認
識
を
す
り
あ
わ
せ
、
そ
の
機
能
と
要
素
を
新
た
に
定
義
す
る
。
こ
の
定
義
を
用
い
て
、

徐
家
匯
博
物
院
は
館
舎
が
落
成
し
た
一
八
八
三
年
か
ら
博
物
館
の
雛
形
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
説
明
し
、
徐
家
匯
博
物
院
が
一
九
三
三
年
に
博
物

館
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
。
よ
っ
て
徐
家
匯
博
物
院
は
、
一
八
七
四
創
立
の
上
海
博
物
院
よ
り
開
設
が
遅
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

第
二
章
で
は
、
碑
林
に
関
す
る
先
行
研
究
を
日
本
人
・
中
国
人
学
者
に
分
け
て
述
べ
た
う
え
で
、
現
有
す
る
研
究
成
果
の
も
と
で
、
碑
林
の
歴
史
的
沿
革

を
表
で
明
確
に
す
る
。
ま
た
前
章
で
定
義
し
た
近
代
的
博
物
館
が
有
す
べ
き
機
能
や
要
素
と
い
う
基
準
を
用
い
て
、
一
七
七
二
年
時
点
の
碑
林
を
考
察
す
る
。

そ
の
中
で
、
一
七
七
二
年
の
大
改
修
を
行
っ
た
畢
沅
が
自
ら
著
し
た
『
關
中
金
石
記
』
や
『
關
中
勝
蹟
圖
志
』、
及
び
地
方
誌
で
あ
る
『
西
安
府
志
』
と
清
末

に
碑
林
を
訪
れ
た
日
本
人
学
者
の
文
章
を
使
用
し
、
碑
林
は
一
七
七
二
年
か
ら
一
七
七
八
年
の
間
に
す
で
に
博
物
館
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す

る
。
す
な
わ
ち
、
碑
林
は
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
中
国
初
の
博
物
館
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　

中
国
、
博
物
館
、
濫
觴
、
徐
家
匯
博
物
院
、
碑
林
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は
じ
め
に

中
国
の
博
物
館
の
濫
觴
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
神
父
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
動
植
物
学
者
の
ピ
エ
ー
ル
・
ウ
ー
ド
（
中
国
語
名
：
韓
伯
禄
、

Père H
eude

）
が
一
八
六
八
年
に
設
立
し
た
「
徐

）
1
（

家
匯
博
物
院
」
で
あ
る
と
、
中
国
の
博
物
館
学
界
で
は
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。

か
か
る
濫
觴
説
に
対
し
て
、
上
海
大
学
教
授
の
呂

）
（
（建

昌
や
中
央
研
究
院
歷
史
語
言
研
究
所
副
研
究
員
の
戴

）
3
 （麗

娟
は
、
徐
家
匯
博
物
院
は

設
立
当
初
か
ら
長
い
間
一
般
公
開
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
専
用
の
建
物
も
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
点
を
明
確
に
し
、
そ
れ
は
博
物
館
と
し

て
の
基
本
機
能
を
備
え
た
施
設
で
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

筆
者
も
従
前
よ
り
、
徐
家
匯
博
物
院
が
中
国
の
博
物
館
の
嚆
矢
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
博
物
館
の
基
本
機
能
で
あ
る
〝
ヒ
ト
〟

と
〝
モ
ノ
〟
は
と
も
か
く
、〝
非
公
開
性
〟
と
〝
バ
〟
で
あ
る
専
用
施
設
が
な
い
と
い
う
両
面
か
ら
疑
問
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
中
国
人

が
自
ら
建
設
し
た
博
物
館
は
、
一
九
〇
五
年
に
開
設
さ
れ
た
南
通
博
物
苑
で
あ
る
と
従
来
か
ら
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
尹

）
4
（

侖
に
よ
っ
て
、

中
国
人
に
よ
る
中
国
初
の
博
物
館
は
一
九
〇
一
年
に
雲
南
府
政
府
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
雲
南
府
博
物
館
で
あ
る
と
す
る
新
説
が
提
唱
さ

れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
西
安
市
に
所
在
す
る
西
安
碑
林
博
物
館
は
、
著
名
な
書
法
家
の
作
品
が
刻
ま
れ
た
石
碑
資
料
を
主
に
収
蔵
し
て
い
る
博
物

館
と
し
て
広
く
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。
碑
文
に
関
し
て
は
、
金
石
学
の
範
疇
で
あ
る
た
め
宋
時
代
か
ら
す
で
に
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、

石
碑
の
群
体
で
あ
る
碑
林
そ
の
も
の
の
沿
革
も
近
年
明
確
に
な
り
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
碑
林
の
性
質
に
つ
い
て
の
定
義
は
未
だ
不
十
分
で

あ
り
、
改
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
中
日
両
国
の
博
物
館
学
の
考
え
方
を
整
合
し
、
博
物
館
と
し
て
保
有
す
べ
き
条
件
に
つ
い
て
検
討
し
、
徐
家
匯
博
物
院
が
中
国

の
博
物
館
の
濫
觴
で
あ
る
か
否
か
を
再
検
討
し
た
上
で
、
先
に
考
察
し
た
博
物
館
の
条
件
に
も
と
づ
き
、
碑
林
の
博
物
館
的
性
質
を
見
出
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す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
中
国
の
博
物
館
史
・
博
物
館
学
史
の
濫
觴
を
指
摘
し
て
い
き
た
い
。

一　

博
物
館
の
定
義
及
び
徐
家
匯
博
物
院
の
創
建
年
に
関
す
る
考
察

1　

博
物
館
の
定
義
に
つ
い
て

西
洋
か
ら
伝
来
し
た
博
物
館
学
に
お
い
て
は
、
紀
元
前
二
八
〇
年
ご
ろ
に
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
首
都
で
あ
っ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
存

在
し
て
い
た
ム
セ
イ
オ
ン
が
、
世
界
史
的
に
み
て
博
物
館
の
濫
觴
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
中
国
の
大
学
で
考
古
学
や
博
物
館

学
等
の
基
本
教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
『
中
国
博
物
館
学
基
礎
』
の
編
集
長
を
務
め
た
王
宏
均
は
、
孔
子
が
没
し
た
翌
年
の
紀
元
前

四
七
八
年
に
、
孔
子
が
生
前
使
用
し
て
い
た
衣
、
冠
、
琴
、
書
及
び
馬
車
等
を
陳
列
し
た
、
山
東
省
曲
阜
市
に
所
在
し
た
孔
廟
の
方
が
、

ム
セ
イ
オ
ン
よ
り
も
時
期
的
に
早
く
、
濫
觴
と
称
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る）

5
（

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
施
設
の
ど
ち
ら
が
博
物
館
の
濫
觴
か
と
い
う
問
題
は
さ
て
お
き
、
ど
ち
ら
も
現
在
「
博
物
館
」
と
呼
称
さ
れ
る
施
設
、
す

な
わ
ち
近
代
的
博
物
館
と
い
え
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
者
と
も
、
近
代
的
博
物
館
の
基
本
的
機
能
や
要
素
を
具
備
し
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
施
設
が
博
物
館
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
基
本
的
機
能
や
要
素
の
有
無
が
判
断
の
基
準
で
あ
る
こ

と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。

博
物
館
の
定
義
に
つ
い
て
日
本
を
例
と
し
て
あ
げ
る
と
、
博
物
館
法
の
定
義
と
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
（
国
際
博
物
館
会
議
）
に
よ
る
定
義
の
二
種

が
存
在
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
に
よ
る
博
物
館
の
定
義
は
、
殊
に
博
物
館
が
非
営
利
で
の
常
設
的
な
展
示
を
行
い
、
恒
久
的
な
機
関
で
あ

る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
お
り
、
博
物
館
法
の
第
八
条
の
「
文
部
科
学
大
臣
は
、
博
物
館
の
健
全
な
発
達
を
図
る
た
め
に
、
博
物
館
の
設

置
及
び
運
営
上
望
ま
し
い
基
準
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
内
容
か
ら
、
博
物
館
法
に
よ
る
定
義
は
登
録
博
物
館
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が
準
拠
す
る
望
ま
し
い
形
で
あ
る
と
看
取
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
定
義
を
現
実
に
ど
れ
く
ら
い
の
博
物
館
が
満
た
し
て
い
る

か
と
な
る
と
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
現
状
で
は
、
博
物
館
法
に
則
っ
て
い
な
い
施
設
が
、
博
物
館
と
名
乗
っ
て
い

る
例
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
を
安
易
に
博
物
館
の
範
疇
か
ら
除
外
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
そ
れ

ら
を
博
物
館
と
認
定
で
き
る
だ
け
の
機
能
や
要
素
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

博
物
館
の
基
本
的
機
能
は
、
鶴

）
6
（

田
総
一
郎
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
収
集
・
整
理
保
管
・
研
究
・
教
育
普
及
の
四
つ
か
ら
、
青
木
豊
に
よ

る
収
集
・
保
存
・
研
究
・
展
示
・
教
育
の
五
つ
ま
で
展
開
し
て
お
り
、
さ
ら
に
青
木
は
こ
れ
ら
を
基
本
・
展
開
・
応
用
と
分
類
し
、
基
本

的
機
能
を
収
集
・
保
存
・
研
究
の
三
つ
と
定
め
て
い
る）

（
（

。
こ
れ
は
青
木
が
、
今
日
の
日
本
の
博
物
館
が
停
滞
し
て
い
る
現
状
を
見
据
え
た

上
で
、
上
記
の
基
本
的
三
機
能
を
有
す
る
施
設
を
博
物
館
と
み
な
し
得
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
基
本
的
三

機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
博
物
館
の
基
本
形
を
備
え
て
い
る
と
と
ら
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

中
国
に
お
い
て
、
博
物
館
の
定
義
が
法
令
上
初
め
て
明
確
に
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
九
年
に
国
家
文
物
局
が
公
布
し
た
「
省
、
市
、
自

治
区
博
物
館
工
作
条
例
」
で
あ
る
。
同
法
令
は
、
博
物
館
を
文
物
と
標
本
の
主
要
収
蔵
機
関
・
宣
伝
教
育
機
関
・
科
学
研
究
機
関
と
定
義

し
て
お
り
、
中
国
で
は
博
物
館
の
基
本
的
機
能
を
収
蔵
・
教
育
・
研
究
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
当
定
義
は
、
一
九
九
〇
年

代
に
出
版
さ
れ
た
博
物
館
学
事
典
で
あ
る
『
中
国
大
百
科
全
書
』
の
「
博
物
館
巻
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が）

（
（

、
そ
の
上
二
〇
〇
一
年
出
版

の
『
中
国
博
物
館
学
基
礎
』
で
は
、
博
物
館
に
対
し
新
た
に
近
代
的
な
意
義
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
所
蔵
品
、
す
な
わ
ち
資
料

の
所
有
・
基
本
陳
列
で
あ
り
、
社
会
と
公
衆
へ
の
一
般
公
開
、
所
蔵
品
の
管
理
、
社
会
教
育
の
展
開
を
行
う
専
門
職
員
の
駐
在
と
い
っ
た

四
条
件
を
備
え
た
法
に
定
め
ら
れ
た
永
久
性
の
あ
る
機
関
を
博
物
館
と
す
る
中
国
の
考
え
方）

（
（

で
あ
る
。

以
上
、
中
日
両
国
に
お
け
る
博
物
館
機
能
の
認
識
を
合
わ
せ
る
と
、
あ
る
施
設
や
機
関
が
資
料
の
収
集
・
保
存
・
研
究
・
展
示
の
四
機

能
、
及
び
社
会
へ
の
一
般
公
開
・
専
門
職
員
の
常
駐
・
非
営
利
性
・
常
設
性
の
四
条
件
を
有
し
て
い
れ
ば
、
博
物
館
で
あ
る
と
定
義
し
て
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も
か
ま
わ
な
い
と
考
え
る
。
こ
こ
で
あ
え
て
教
育
機
能
を
除
外
し
た
の
は
、
上
記
の
青
木
が
主
張
す
る
通
り
、
展
示
は
教
育
の
最
大
の
具

現
化

）
（1
（

で
あ
り
、
博
物
館
教
育
は
、
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
か
ら
得
た
成
果
を
展
示
も
し
く
は
出
版
物
の
二
種
類
の
形
を
通
じ
て
、
展
示

を
見
た
人
・
出
版
物
を
読
ん
だ
人
に
資
料
の
内
蔵
す
る
情
報
を
伝
え
る
と
い
う
流
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
筆
者

は
、
博
物
館
教
育
は
す
で
に
展
示
に
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

2　

徐
家
匯
博
物
院
の
創
建
年
の
真
相

前
述
の
通
り
、
中
国
に
お
け
る
博
物
館
の
濫
觴
は
、
徐
家
匯
博
物
院
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
清
末
に
中
国
へ
赴
い
た
西

洋
宣
教
師
が
著
し
た
記
事
に
初
出
し
て
か
ら
民
国
期
を
経
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
一
〇
〇
年
以
上
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
中
国
の
学
界
に
お

い
て
最
も
主
流
を
な
す
見
解
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
二
〇
一
八
年
の
研
究

）
（（
（

に
い
た
っ
て
も
、
い
ま
だ
に
こ
の
一
説
を
定
説
と
し
て

使
用
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
徐
家
匯
博
物
院
が
中
国
博
物
館
の
濫
觴
で
は
な
い
と
い
う
事
実
は
、
現
在
で
も
周
知
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
呂
建
昌
と
戴
麗
娟
に
よ
っ
て
、
す
で
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
戴
の
研
究
は
、
博
物
館

の
創
建
年
に
つ
い
て
の
内
容
が
呂
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
か
つ
論
述
の
重
点
が
フ
ラ
ン
ス
宣
教
師
に
よ
る
近
代
中
国
で
の
自
然
史

研
究
活
動
で
あ
る
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
は
主
に
前
者
の
成
果
を
基
に
し
て
論
考
し
た
い
。

現
在
中
国
の
学
界
な
い
し
社
会
に
お
い
て
、
徐
家
匯
博
物
院
を
博
物
館
の
濫
觴
と
見
な
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
呂
は
二
点
言
及
し

て
い
る
。
そ
の
一
つ
目
は
、
一
九
〇
二
年
に
当
該
博
物
館
の
創
始
者
で
あ
っ
た
ウ
ー
ド
が
亡
く
な
り
、
翌
年
博
物
館
業
務
の
後
継
者
と
し

て
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
ル
ト
ゥ
ワ
（
中
国
語
名
：
柏
永
年
、Frédéric Courtois S.J

）
が
清
へ
赴
い
た
の
ち
、
ク
ル
ト
ゥ
ワ
に
よ
る
「
徐

家
匯
博
物
館
」
と
題
さ
れ
た
記
事
が
一
九
二
八
年
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
此
博
物
館
係
創
於
韓
伯
禄
神
父
到
上
海
以
後
、
即
西
暦
一
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八
六
八
年
正
月
九
日
（
こ
の
博
物
館
は
、
ウ
ー
ド
神
父
が
上
海
に
到
着
し
た
後
、
す
な
わ
ち
西
暦
一
八
六
八
年
一
月
九
日
に
設
立
さ
れ

た
）」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。
つ
ま
り
呂
に
よ
れ
ば
、
こ
の
博
物
館
が
一
八
六
八
年
に
設
立
さ
れ
た
と
い
う
情
報
は
、
柏
の
翻

訳
文
の
み
を
通
じ
て
人
々
に
伝
わ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。

第
二
の
理
由
は
、
一
九
三
九
年
に
当
該
博
物
館
の
開
設
七
〇
周
年
記
念
大
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
後
の
新
聞
や
雑
誌
等
の
メ
デ
ィ
ア
の

報
道
を
通
し
て
、
博
物
館
の
創
建
年
が
一
八
六
八
年
で
あ
る
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
社
会
に
お
い
て
大
き
な
反
響
も
及

ぼ
し
た）

（1
（

と
指
摘
し
て
い
る
。
呂
に
よ
る
と
、
一
九
三
一
年
に
徐
家
匯
博
物
院
は
、
同
じ
く
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
徐
家
匯
本
部
に
所
属
す
る
震

旦
大
学
の
所
属
と
な
る
と
同
時
に
震
旦
大
学
博
物
院
と
改
名
さ
れ
、
一
九
三
三
年
に
新
た
な
館
舎
な
る
建
物
が
建
築
さ
れ
た
。
一
九
三
九

年
五
月
二
〇
日
に
院
長
で
あ
っ
た
昆
虫
学
者
の
ペ
ー
ル
・
ピ
ー
ル
（
中
国
語
名
：
鄭
璧
爾
、Père Piel

）
は
、
博
物
院
開
設
七
〇
周
年
記

念
大
会
を
開
催
し
た
。
元
々
当
大
会
は
一
九
三
八
年
に
挙
行
す
る
計
画
で
あ
っ
た
が
、
戦
争
が
原
因
で
翌
年
に
延
期
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
と
い
う）

（1
（

。

筆
者
は
、
呂
が
こ
の
二
つ
の
理
由
の
根
拠
と
し
て
い
る
記
事
を
確
認
し
、
呂
の
主
張
に
は
細
か
な
点
で
誤
り
が
あ
る
も
の
の
、
大
枠
で

は
正
確
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
ま
ず
、
第
一
の
理
由
と
す
る
記
事
内
容
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
原
文
を
確
か
め
た
と
こ
ろ
、
原
文
は
、

ク
ル
ト
ゥ
ワ
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
「LE M

U
SEÉ D

E ZI–K
A

–W
EI

」
と
、
杜
若
城
に
よ
る
中
国
語
訳
文
の
「
徐
家
匯

博
物
館
」
の
二
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る）

（1
（

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ク
ル
ト
ゥ
ワ
に
よ
る
原
文

）
（1
（

は
、

O
n peut dire que le M

usée est né le jour de l ʼarrivée à Changhai du Père H
eude

（
韓
伯
祿
）, le （

 Janvier 1（6（.

で
あ
り
、
情
報
が
正
確
に
伝
達
し
て
い
な
い
原
因
は
、
原
作
者
で
あ
る
ク
ル
ト
ゥ
ワ
で
は
な
く
、
訳
者
で
あ
る
杜
が
著
し
た
も
の
で
あ
る

と
筆
者
は
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ク
ル
ト
ゥ
ワ
の
文
章
は
、「
博
物
館
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ウ
ー
ド
神
父
が
上
海
に
到
着
し
た
日
、
即
ち

一
八
六
八
年
一
月
九
日
以
降
に
誕
生
し
た
」
と
訳
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
次
の
文
に
は
、
ウ
ー
ド
神
父
が
翌
月
一
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七
日
に
船
を
用
意
し
、
科
学
の
旅
を
始
め
た）

（1
（

と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
科
学
の
旅
と
は
ウ
ー
ド
に
よ
る
動
植
物
の
採
集
や
標
本
作
り
の
仕

事
と
看
取
さ
れ
、
ウ
ー
ド
は
上
海
に
到
着
し
て
か
ら
約
一
ヶ
月
半
滞
在
し
た
後
、
ま
た
中
国
各
地
へ
旅
立
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
短
期
間

で
博
物
館
を
作
る
こ
と
は
非
常
に
無
理
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
原
文
に
よ
る
「
一
月
九
日
以
降
」
と
い
う
内
容
か
ら
し

て
、
こ
の
文
章
に
は
博
物
館
が
成
立
し
た
日
付
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
し
て
、
筆
者
の
訳
し
た
方

が
整
合
性
が
あ
る
と
主
張
す
る
。

震
旦
博
物
院
の
七
〇
周
年
記
念
大
会
の
開
催
が
報
道
さ
れ
、
そ
れ
以
降
博
物
館
の
創
建
年
が
一
八
六
八
年
で
あ
る
こ
と
が
、
報
道
を
通

じ
て
一
般
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
二
つ
目
の
理
由
で
あ
る
と
、
呂
は
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
呂
が
こ
の
理
由
の
根
拠
と
し
た

一
九
三
九
年
五
・
六
月
出
版
の
『
自
然
界
』
に
収
録
さ
れ
た
「
科
学
新
聞
：
震
旦
博
物
院
七
十
週
年
」
と
い
う
記
事
や
、
一
九
三
九
年
前

後
の
新
聞
や
雑
誌
等
々
を
筆
者
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
確
か
に
こ
の
記
事
が
発
表
さ
れ
た
六
月
以
降
に
七
〇
周
年
記
念
を
取
り
上
げ
た
三

つ
の
記
事
が
あ
っ
た
も
の
の
、
博
物
館
の
創
建
年
に
関
し
て
は
以
前
か
ら
各
雑
誌
や
書
籍
等
に
記
さ
れ
て
お
り
、
呂
が
執
着
し
て
い
る
博

物
館
七
〇
周
年
の
記
念
大
会
の
開
催
に
関
わ
る
も
の
も
、
一
九
三
八
年
の
雑
誌
『
科
学
』
に
お
い
て
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

た
。
こ
の
た
め
、
呂
が
重
視
す
る
一
九
三
九
年
の
記
事
が
、
社
会
に
一
定
の
注
目
を
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
呂

が
主
張
し
て
い
る
よ
う
な
影
響
力
は
さ
ほ
ど
な
か
っ
た
と
筆
者
は
判
断
し
て
い
る
。
実
際
、
一
九
三
九
年
前
後
に
震
旦
博
物
院
に
関
す
る

記
事
は
多
数
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
創
建
年
を
取
り
上
げ
た
記
述
の
あ
る
新
聞
、
雑
誌
ま
た
は
著
書
は
、
筆
者
が
以
下
に
ま
と
め

た
通
り
で
あ
る
。
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表
１　

震
旦
博
物
院
（
徐
家
匯
博
物
院
）
の
創
建
年
に
関
す
る
記
述
（
筆
者
作
成
）

作
者

時
代

記
事
名
（
書
籍
名
）

雑
誌
名 （
出
版
社
）

記
述
内
容

F
rédéric 

Courtois

（
杜
若
城
）
一
九
二
八
「LE M

U
SEÉ D

E ZI-K
A

-W
EI

」

（
徐
家
匯
博
物
館
）

『
自
然
界
』

第
三
巻
第
二
期
　
一
四
三
－
一
五
〇
頁

一
八
六
八
年
以
降

（
一
四
三
頁
、
一
四
七
頁
）

一
九
三
〇
「
近
事
：
教
中
新
聞
：
震
旦
大
學
新
建

博
物
院
行
奠
基
禮
盛
」

『
聖
教
雑
誌
』

第
一
九
巻
第
六
期
　
二
八
四
－
二
八
六
頁

一
八
七
二
年

（
二
八
五
頁
）

張
若
谷

一
九
三
五
「
震
旦
大
學
院
與
博
物
院
」

『
時
代
』

第
八
巻
第
八
期
　
一
四
－
一
五
頁 

一
八
六
八
年

（
一
五
頁
）

一
九
三
六
「
震
旦
博
物
院
概
況
」

『
中
国
博
物
館
協
会
会
報
』

第
一
巻
第
三
期
　
二
－
一
一
頁

一
八
六
八
年

（
三
頁
）

朱
志
鳴

一
九
三
六
「
震
旦
博
物
院
」

『
上
海
法
租
界
納
税
華
人
会
会
報
』

第
一
巻
第
一
六
期
　
三
一
三
頁

一
八
六
八
年

（
三
一
三
頁
）

費
畊
雨
、

費
鴻
年

一
九
三
六
『
博
物
館
學
概
論
』

中
華
書
局

一
八
七
〇
年
前
後

（
二
三
頁
）

一
九
三
六
『
中
國
博
物
館
一
覧
』

中
國
博
物
館
協
會

一
八
六
八
年

（
七
五
頁
）

一
九
三
七
「
震
旦
博
物
院
史
略
（
上
）」

『
上
海
法
租
界
納
税
華
人
会
会
報
』

第
二
巻
第
五
期
　
六
七
－
六
九
頁

一
八
六
八
年

（
六
七
頁
）

一
九
三
八
「
科
学
新
聞
：
震
旦
大
学
博
物
院
将
挙

行
七
十
週
年
紀
念
」

『
科
学
』

第
二
二
巻
第
一
一
／
一
二
期
　
五
五
七
頁

一
八
六
八
年

（
五
五
七
頁
）

一
九
三
九
「
科
学
新
聞
：
震
旦
博
物
院
七
十
週

年
」

『
科
学
』

第
二
三
巻
第
五
／
六
期
　
三
二
八
－
三
三
〇
頁

一
八
六
八
年

（
三
二
八
頁
）

一
九
三
九
「
韓
氏
博
物
院
七
十
週
年
紀
念
」

『
震
旦
医
刊
』

第
四
巻
第
四
期
　
三
二
四
－
三
二
六
頁
、三
二
八
－
三
二
九
頁
一
九
三
九
年
で
七
十
周
年

と
明
記
（
三
二
八
頁
）
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こ
の
表
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
徐
家
匯
博
物
院
の
創
建
年
に
つ
い
て
の
記
述
の
ほ
と
ん
ど
は
、
一
八
六
八
年
を
使
用
し
て
い

る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
杜
に
よ
る
「LE M

U
SEÉ D

E ZI–K
A

–W
EI

」
の
翻
訳
が
、
後
の
ほ
と
ん
ど
の
記
事
に
影
響
を
与
え
て
い
た

こ
と
は
呂
の
主
張
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
な
か
で
、
一
九
三
〇
年
の
『
聖
教
雑
誌
』
の
「
近
事
：
教
中
新
聞
：
震
旦
大
學
新
建
博

物
院
行
奠
基
禮
誌
盛
」
と
題
さ
れ
る
記
事
で
は
、
一
八
七
二
年
設
立
と
記
述
し
て
い
る
が
、
何
を
根
拠
に
し
て
い
る
の
か
新
た
な
問
題
で

あ
る
。

呂
が
『
聖
教
雑
誌
』
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
呂
が
あ
げ
た
ウ
ー
ド
と
同
じ
く
、
フ
ラ
ン
ス
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の

ジ
ョ
セ
フ
・
セ
ル
ヴ
ィ
エ
ー
ル
（
中
国
語
名
：
史
式
徽
、Joseph la Servière

）
が
著
し
た
『
江
南
伝
教
史

）
（1
（

』
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
つ

い
て
説
明
し
て
い
る
。
同
書
に
は
、
一
八
七
二
年
に
徐
家
匯
で
開
催
さ
れ
た
教
会
の
会
議
で
〝
江
南
科
学
委
員
会
〟
の
成
立
が
決
定
し
、

委
員
会
の
主
な
四
つ
の
仕
事
が
計
画
さ
れ
、
そ
の
二
つ
目
の
仕
事
と
し
て
ウ
ー
ド
の
指
導
の
下
で
自
然
科
学
を
研
究
し
、
徐
家
匯
で
ウ
ー

ド
が
収
集
し
て
き
た
資
料
を
展
示
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
博
物
館
を
形
成
し
、
さ
ら
に
博
物
館
の
研
究
成
果
を
記
録
し
て
上
海
で
出
版
し
、

欧
州
へ
伝
え
る）

（1
（

と
い
う
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
呂
が
用
い
て
い
る
『
江
南
伝
教
史
』
は
一
九
八
三
年
に
漢
訳
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
筆

者
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
原
書
を
査
閲
し
、
一
九
四
頁
の
文
章
が
上
記
内
容
と
一
致
し
て
い
る）

11
（

こ
と
を
確
認
し
た
。
つ
ま
り
『
聖
教
雑
誌
』
が

記
載
す
る
一
八
七
二
年
と
は
、
博
物
館
の
設
立
が
提
案
さ
れ
た
会
議
が
開
催
さ
れ
た
年
で
あ
り
、
こ
の
年
を
徐
家
匯
博
物
院
の
創
建
年
と

し
て
見
な
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
一
八
七
二
年
に
博
物
館
の
設
立
計
画
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ

れ
以
前
に
当
博
物
館
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
表
1
で
挙
げ
た
、
中
国
の
博
物
館
学
に
関
す
る
初
め
て
の
単
行
本
と
し
て
知
ら
れ
る
『
博
物
館
學
概
論
』
で
は
、
作
者
の
費
畊
雨
・

費
鴻
年
は
博
物
館
の
設
立
を
一
八
七
〇
年
前
後
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
呂
が
取
り
上
げ
た
も
う
一
つ
の
著
書
か
ら
そ
の
根
拠
が
見
つ
か

っ
た
。
前
記
し
た
〝
江
南
科
学
委
員
会
〟
の
責
任
者
の
一
人
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
宣
教
師
の
オ
ー
ガ
ス
ト
・
コ
ロ
ン
ベ
ル
（
中
国
語
名
：
高
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龍
鞶
、A

uguste M
.Colom

bel

）
が
一
九
〇
〇
年
に
出
版
し
た
『H

istoire de la m
ission du K

）
1（
（

iang-nan

』
の
第
五
巻
に
は
、
徐
家
匯

自
然
博
物
院
の
設
立
は
前
述
し
た
委
員
会
の
四
つ
の
仕
事
の
中
の
二
つ
目
と
し
て
、
一
八
七
〇
年
に
ウ
ー
ド
神
父
が
す
で
に
着
手
し
て
い

る
）
11
（

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
容
を
ウ
ー
ド
が
上
海
に
到
着
し
て
す
ぐ
に
始
め
た
活
動
と
合
わ
せ
る
と
、
資
料
の
収
集
活
動
が
こ
の
時

点
で
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
コ
ロ
ン
ベ
ル
及
び
セ
ル
ヴ
ィ
エ
ー
ル
に
よ
る
二
冊
の
著
書
が
翻
訳
さ
れ
た
の
は
、
両
方
と
も
近
年
の
二
、
三
〇

年
の
間
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
原
書
が
出
版
さ
れ
た
時
期
に
は
徐
家
匯
博
物
院
の
創
建
年
に
関
す
る
情
報
が
普
及
で
き
し
て
お
ら
ず
、
多

く
の
記
事
が
一
九
二
八
年
の
杜
若
城
に
よ
る
誤
訳
か
ら
の
影
響
を
受
け
、
博
物
館
が
一
八
六
八
年
に
開
設
し
た
と
記
述
さ
れ
続
け
て
き

た
。
と
こ
ろ
で
呂
の
考
察

）
11
（

で
、
徐
家
匯
博
物
院
の
沿
革
に
関
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
表
（
）。

表
2　

徐
家
匯
博
物
院
の
沿
革
（
筆
者
作
成
）

年

活
動
内
容

一
八
六
八

ウ
ー
ド
、
徐
家
匯
到
着
。
後
の
博
物
館
資
料
な
る
自
然
標
本
の
収
集
を
全
国
範
囲
で
開
始
。

一
八
七
二

徐
家
匯
で
江
南
科
学
委
員
会
成
立
。
博
物
館
の
開
設
が
、
決
定
さ
れ
る
。

一
八
八
三

専
用
館
舎
落
成
。
動
植
物
の
自
然
標
本
を
主
に
展
示
（
午
後
か
ら
公
開
で
あ
り
、
無
料
で
あ
る
が
、
入
館

時
名
刺
が
必
要
で
あ
り
、
案
内
人
に
よ
る
誘
導
見
学
で
あ
っ
た
。）

一
九
三
〇

所
管
は
震
旦
大
学
へ
。「
震
旦
博
物
院
」
へ
改
名
。

一
九
三
三

新
館
舎
落
成
。
月
〜
土
曜
日
午
後
は
一
般
公
開
（
入
館
料
）
（2
（

あ
り
、
研
究
の
た
め
の
標
本
を
提
供
し
て
い
る
。

毎
年
各
国
か
ら
研
究
の
た
め
の
来
館
者
が
多
か
っ
た
。）
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こ
こ
で
特
記
す
べ
き
は
、
博
物
館
が
開
設
さ
れ
た
年
代
と
、
博
物
館
と
し
て
認
め
ら
れ
た
時
間
が
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
実
際
、

徐
家
匯
博
物
院
の
創
建
年
が
明
確
に
証
明
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
一
八
六
八
年
に
徐
家
匯
博
物
院
が
創
建
さ
れ
た
と
論
じ
ら
れ
て

も
、
そ
の
時
点
で
博
物
館
機
能
が
働
い
て
い
な
け
れ
ば
、
博
物
館
と
し
て
認
め
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

現
在
の
博
物
館
の
名
称
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
博
物
院
、
陳
列
館
、
宝
物
館
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
等
様
々
な
博
物
館
が
存
在
し
て
い
る
。

つ
ま
り
博
物
館
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
施
設
は
、
名
称
に
定
め
が
な
い
こ
と
が
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
徐
家
匯
博
物
院
の
場

合
、
一
八
七
二
年
の
教
会
の
会
議
で
博
物
館
の
開
設
が
決
ま
り
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
博
物
館
が
設
立
さ
れ
た
と
推
定
す
る
こ
と
に
無

理
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
徐
家
匯
博
物
院
の
専
用
館
舎
が
落
成
し
た
一
八
八
三
年
に
は
、
す
で
に
資
料
の
保
存
が
行
わ
れ
て
い
た

と
呂
は
指
摘
し
て
い
る）

11
（

が
、
そ
れ
は
専
用
館
舎
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
他
の
施
設
と
併
用
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
徐
家
匯

博
物
院
が
保
存
機
能
を
正
式
に
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
八
三
年
以
降
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
青
木
が
提
唱

し
て
い
る
博
物
館
の
基
本
的
機
能
で
あ
る
収
集
・
保
存
・
研
究
と
い
う
基
準
に
よ
る
と
、
一
八
八
三
年
以
降
で
徐
家
匯
博
物
院
は
博
物
館

の
雛
形
を
拵
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
一
八
八
三
年
の
時
点
で
は
、
入
館
時
に
名
刺
の
提
示
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
当
時
の
社
会
の
実
態
を
考
え
る
と
、
名

刺
を
持
っ
て
い
な
い
人
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
た
め
名
刺
が
提
示
で
き
な
い
こ
と
か
ら
入
館
が
許
可
さ
れ
ず
、
社
会
へ
の
一
般
公
開
と

い
う
博
物
館
の
要
件
に
は
反
す
る
状
態
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
徐
家
匯
博
物
院
が
博
物
館
の
前
提
条
件
を
ク
リ
ア
し
た
の
は
一
八
八
三
年

で
あ
る
が
、
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
近
代
的
博
物
館
と
い
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
一
八
八
三
年
は
、
上
海
の
圓
明

圓
路
（
現
虎
丘
路
）
で
英
国
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
ジ
ア
チ
ッ
ク
・
ソ
サ
イ
ア
テ
ィ
ー
の
北
中
国
支
会
（N

orth China Branch of the Royal 

A
siatic Society

）
が
〝
上
海
博
物
院
〟
を
開
設
し
た
年
一
八
七
四
年
よ
り
遅
い
。
さ
ら
に
徐
家
匯
博
物
院
は
、
何
度
も
所
属
や
所
管
が

変
化
し
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
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筆
者
は
、
徐
家
匯
博
物
院
を
博
物
館
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
一
九
三
三
年
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
、
当
院
が

震
旦
大
学
の
所
管
と
な
っ
た
あ
と
、
昆
虫
学
が
専
門
の
館
長
を
迎
え
た
こ
と
で
専
門
職
員
が
常
駐
し
、
新
た
な
館
舎
が
落
成
す
る
と
と
も

に
一
般
公
開
さ
れ
、
営
利
目
的
で
の
入
館
料
の
徴
収
を
せ
ず
、
そ
の
他
週
六
日
開
館
し
て
常
設
的
な
公
開
を
行
っ
た
こ
と
に
加
え
、
元
々

保
有
し
て
い
た
資
料
の
収
集
、
保
存
、
研
究
、
展
示
機
能
を
含
め
た
先
述
の
四
機
能
・
四
要
件
を
充
足
し
た
の
が
一
九
三
三
年
で
あ
る
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

二　

中
国
最
古
の
博
物
館
と
し
て
の
碑
林

碑
林
は
、
陝
西
省
西
安
市
に
所
在
す
る
現
在
の
西
安
碑
林
博
物
館
の
前
身
で
あ
り
、
学
界
で
は
一
〇
八
七
年
に
転
運
使

）
11
（

を
務
め
た
呂
大

忠
が
、
碑
林
で
最
も
早
く
主
要
な
石
碑
で
あ
る
「
石
台
孝
経

）
11
（

」
や
「
開
成
石
経

）
11
（

」
な
ど
を
現
在
の
地
に
移
転
し
、
整
然
と
陳
列
を
行
っ
た

時
点
を
、
碑
林
の
濫
觴
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
西
安
碑
林
博
物
館
館
員
の
段
志
凌
に
よ
る
と
、
碑
林
が
設
立
さ
れ
、
現
在
の
西
安
碑
林

博
物
館
と
な
る
ま
で
の
長
い
期
間
、
碑
林
は
文
廟
や
学
校
の
一
部
、
も
し
く
は
連
携
施
設
と
み
ら
れ
て
い
た
た
め
、
名
称
に
つ
い
て
は
定

ま
っ
た
呼
称
は
な
く
、
清
代
の
文
献
や
石
碑
に
限
っ
て
み
て
も
、
碑
林
の
表
記
は
〝
碑
洞
〟
を
は
じ
め
全
部
で
四
三
種
に
達
し
て
い
る
と

い
う）

11
（

。
ま
た
清
代
に
お
い
て
、
金
石
学
は
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
に
深
い
関
わ
り
の
あ
る
碑
林
は
中
国
国
内
だ
け
で
な
く
、

日
本
ま
で
知
名
度
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
清
末
及
び
民
国
期
に
中
国
を
訪
ね
た
日
本
人
学
者
の
多
く
は
碑
林
を
訪
問
し
、
そ
の

貴
重
な
情
報
を
記
録
し
て
い
る
。
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1　

日
本
人
学
者
に
よ
る
「
碑
林
」
の
研
究

中
国
に
お
い
て
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
碑
林
に
関
す
る
日
本
人
の
著
書
は
、
足
立
喜
六
が
一
九
三
三
年
に
出
版
し
た
『
長
安
史
蹟

の
研
究

）
11
（

』
で
あ
る
。
足
立
は
一
九
〇
六
〜
一
九
一
〇
年
の
間
、
陝
西
高
等
学
堂

）
1（
（

で
教
鞭
を
執
っ
て
お
り
、
休
暇
を
利
用
し
て
西
安
周
辺
の

漢
・
唐
の
帝
王
陵
、
寺
院
等
々
の
古
跡
を
実
際
に
調
査
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
記
録
は
、
清
末
民
初
期
の
西
安
の
古
跡

状
況
を
理
解
す
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
書
籍
の
第
一
三
章
「
長
安
の
古
碑
」
に
は
、
碑
林
の
沿
革
や
実
態
、
さ
ら
に
は
碑

文
の
内
容
ま
で
も
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
足
立
が
記
し
た
清
末
の
碑
林
の
実
態
や
手
書
き
の
平
面
図
は
、
碑
林
を
研
究
す
る

う
え
で
避
け
て
は
通
れ
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
書
籍
は
二
〇
〇
三
年
に
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、『
長
安
史
迹

研
究

）
11
（

』
と
し
て
中
国
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。

関
野
貞
及
び
常
盤
大
定
も
、
中
国
全
国
の
史
跡
を
調
査
し
、
そ
の
記
録
を
ま
と
め
て
刊
行
し
、
世
界
へ
中
国
の
文
化
を
伝
え
た
日
本
の

研
究
者
で
あ
る
。
関
野
・
常
盤
に
よ
る
『
支
那
佛
教
史
蹟

）
11
（

』・『
支
那
文
化
史
蹟

）
11
（

』
及
び
両
方
の
評
解
は
、
貴
重
な
写
真
は
勿
論
の
こ
と
、

文
章
に
お
い
て
も
中
国
各
地
の
史
跡
の
情
報
を
伝
え
て
お
り
、
大
変
意
義
深
い
。
特
に
関
野
が
一
九
〇
六
年
に
西
安
を
訪
れ
た
際
に
撮
影

し
た
写
真
の
う
ち
、
碑
林
の
陳
列
室
の
一
景
色
は
、
管
見
の
限
り
最
も
早
い
も
の
で
あ
り
、
関
野
が
一
九
三
〇
年
に
発
表
し
た
「
西
安
府

文
廟
と
碑
林
に
於
け
る
古
碑

）
11
（

」
と
題
す
る
文
章
は
、
中
日
両
国
に
お
い
て
「
碑
林
」
を
題
材
に
書
か
れ
た
最
も
古
い
文
章
で
あ
る
。

上
記
の
学
者
た
ち
と
同
じ
時
代
に
碑
林
を
訪
れ
た
人
物
と
し
て
、
桑
原
隲
蔵
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
人
物
で
あ
る
。
桑
原
は
一
九
〇
七
〜

一
九
〇
九
年
清
末
の
中
国
に
留
学
し
、
そ
の
日
記
を
も
と
に
ま
と
め
た
一
九
四
二
年
刊
行
の
『
考
史
遊
記

）
11
（

』
に
碑
林
に
関
す
る
記
述
が
あ

る
。
桑
原
は
、
西
安
に
到
着
し
た
際
に
訪
問
し
た
「
日
本
人
敎
習
」
に
つ
い
て
、
下
記
の
如
く
記
し
て
い
る）

11
（

。

現
在
西
安
在
住
の
日
本
人
敎
習
す
べ
て
八
人
。
森
・
中
澤
・
田
中
・
鈴
木
・
足
立
の
五
氏
は
皆
東
京
高
等
師
範
學
校
出
身
に
し
て
（
後

略
）
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そ
の
中
の
足
立
は
、
上
述
の
足
立
喜
六
で
あ
る
と
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
以
外
に
、
一
九
八
三
年
に
出
版
さ
れ
た
塚
田
康
信
に
よ
る
『
西
安
碑
林
の
研
究

）
11
（

』
や
近
年
に
な
っ
て
山
本
謙
治
に
よ
っ
て
発
表

さ
れ
た
「
西
安
碑
林
博
物
館
と
館
蔵
碑
誌
装
飾
文
様
に
つ
い
て）

11
（

」
等
の
著
書
や
論
文
も
存
在
し
て
お
り
、
日
本
人
に
よ
る
碑
林
研
究
の
熱

意
は
ま
だ
ま
だ
存
続
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

2　

中
国
人
学
者
に
よ
る
「
碑
林
」
の
研
究

一
方
中
国
で
は
、
碑
林
の
主
体
で
あ
る
石
碑
は
古
く
か
ら
金
石
学
の
研
究
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。
一
七
七
二
年
に
実
施
し
た

碑
林
の
大
規
模
な
修
繕
・
改
造
を
は
じ
め
と
し
て
、
清
中
期
の
陝
西
省
内
に
お
け
る
様
々
な
古
蹟
補
修
を
行
っ
た
陝
西
巡
撫

）
11
（

の
畢
沅
に
よ

っ
て
編
著
さ
れ
た
『
關
中
金
石
記

）
1（
（

』
を
筆
頭
に
、
近
代
に
な
っ
て
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
て
か
ら
は
、
と
り
わ
け
碑
林
に
関
す
る
研

究
は
続
け
ら
れ
、
得
ら
れ
た
成
果
を
出
版
し
て
い
る
事
例
は
少
な
く
な
い
。

初
め
て
碑
林
の
歴
史
や
沿
革
に
焦
点
を
当
て
た
の
は
、
陝
西
省
博
物
館
（
一
九
五
五
年
成
立
、
表
3
）
の
館
長
を
務
め
た
武
伯
綸
で
あ

る
。
一
九
六
一
年
に
発
表
し
た
「
西
安
碑
林
簡
史
」
は
、
中
国
に
お
け
る
碑
林
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
の
嚆
矢
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

武
は
「
西
安
碑
林
簡
史
」
で
、
碑
林
の
歴
史
を
唐
末
か
ら
現
代
ま
で
整
理
し
て
い
る
が
、
前
述
の
足
立
・
関
野
の
文
章
で
は
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
金
・
元
代
の
碑
林
に
つ
い
て
は
、
同
様
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
後
に
は
王
翰
章
の
「
碑
林
簡
史
」（
一
九
八
四
年
）
や
李
域

錚
の
「
西
安
碑
林
」（
一
九
八
六
年
）
な
ど
の
よ
う
に
、
武
と
同
じ
よ
う
な
題
名
の
研
究
も
発
表
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、「
西
安
碑
林
簡

史
」
を
越
え
る
内
容
で
は
な
い）

11
（

。
か
か
る
事
情
に
奮
起
し
た
碑
林
博
物
館
研
究
員
の
路
遠
は
、
一
九
九
八
年
に
学
術
的
専
門
書
で
あ
る
『
西

安
碑
林
史
』
を
完
成
さ
せ
た
が
、
従
来
不
明
で
あ
っ
た
金
・
元
代
の
沿
革
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
な
ど
、
現
在
碑
林
に
つ
い
て
の
最

も
権
威
あ
る
本
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
碑
林
博
物
館
の
館
長
で
あ
っ
た
趙
力
光
が
二
〇
〇
二
年
に
書
い
た
「
西
安
碑
林
歴
史
述
略
│
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兼
析
西
安
碑
林
迁
移
〝
三
次
説
〟」（
西
安
碑
林
の
歴
史
に
関
す
る
略
述
│
西
安
碑
林
〝
三
転
説
〟
の
分
析

）
11
（

）
や
呉
崇
山
が
二
〇
一
四
年
に

西
安
建
築
科
技
大
学
に
提
出
し
た
修
士
論
文
『
碑
林
歴
史
街
区
再
研
究

）
11
（

』
等
に
よ
り
、
近
年
ま
で
の
碑
林
の
歴
史
や
沿
革
に
関
す
る
新
た

な
研
究
成
果
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
に
も
と
づ
い
て
、
碑
林
の
歴
史
的
沿
革
及
び
歴
代
に
お
け
る
補
修
や

保
護
の
経
緯
を
ま
と
め
た
の
が
、
以
下
の
一
覧
表
で
あ
る
。

表
3　
「
碑
林
」
の
沿
革
及
び
歴
代
に
亘
る
修
繕
・
保
護
年
表
（
筆
者
作
成
）

年
代

実
施
者

具
体
的
な
内
容
・
出
自

七
四
五
（
唐
）

玄
宗
皇
帝
李
隆
基
（
明
皇
）

「
石
台
孝
経
」
を
唐
長
安
城
務
本
坊
に
所
在
す
る
国
子
監）

24
（

に
設
置
。

八
三
七

国
子
監
祭
酒
鄭
覃

「
開
成
石
経
」
国
子
監
に
設
置
。

九
〇
四
－
九
〇
六

佑
国
軍
節
度
使）

24
（

韓
建

長
安
城
を
縮
小
（
現
西
安
城
規
模
）。
国
子
監
が
城
外
に
あ
っ
た
た
め
「
石
台
孝
経
」

を
場
内
尚
書
省
付
近
の
文
廟
に
移
動
。「
重
修
文
宣
王
廟
記
碑
」
よ
り
。

九
〇
九
－
九
一
四

（
後
梁
）

永
平
軍
節
度
使
劉
鄩

「
開
成
石
経
」
を
文
廟
へ
移
動
。「
京
兆
府
府
学
新
移
石
経
記
碑
」
よ
り
。

九
六
二
（
宋
）

永
興
軍
節
度
使
・
京
兆
尹）

24
（

王
彦
超

文
廟
及
び
そ
の
中
に
設
置
さ
れ
た
「
開
成
石
経
」
を
修
繕
・
修
復
。

一
〇
八
〇

知
永
興
軍
府
事
（
知
府
）
呂
大
防

現
西
安
碑
林
博
物
館
所
在
地
付
近
へ
文
廟
と
一
〇
三
五
年
設
立
の
府
学
）
24
（

の
一
部
を

移
動
。

一
〇
八
七

漕
運
使
呂
大
忠

「
開
成
石
経
」「
石
台
孝
経
」
及
び
他
の
石
碑
を
府
学
の
北
側
へ
移
動
。
以
降
所
在
地
不

変
。〝
碑
林
の
濫
觴
〟

一
一
〇
三

知
永
興
軍
府
事
虞
策

府
学
を
全
て
現
所
在
地
へ
移
動
。
文
廟
を
修
繕
・
改
造
し
、
府
学
・
文
廟
・
碑
林
の
初

歩
的
構
成
が
成
立
。
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一
一
六
〇
（
金
）

河
中
府
同
知
府
尹
耶
律
隆
、
陝
西
東
路

転
运
副
使
周
維
甫

文
献
上
に
記
載
さ
れ
た
初
修
繕
。「
重
修
碑
院
七
賢
堂
記
碑
」
よ
り
。
同
文
章
に
は
〝
碑

院
〟
と
記
載
。

一
二
二
五

参
知
政
事
・
行
省
京
兆）

（5
（

完
顔
合
達

修
繕
。「
大
金
重
修
府
学
教
養
之
碑
」
よ
り
。

一
二
五
〇
（
元
）

省
幕
僚
王
琛

一
二
三
一
年
に
京
兆
府
は
元
の
版
図
へ
。
王
琛
は
金
人
に
倒
さ
れ
た
一
部
の
石
碑
を

立
て
た
。『
類
編
長
安
志
』
よ
り
。

一
二
七
〇
－
一
二
七
一

陝
西
行
省
平
章
政
事
サ
イ
イ
ド
・
ア
ジ

ャ
ッ
ル

文
廟
と
共
に
修
繕
。「
石
台
孝
経
」
に
楼
亭
、「
開
成
石
経
」
に
簡
易
な
小
屋
を
建
造
。

「
大
元
国
京
兆
府
重
修
聖
廟
記
碑
」
よ
り
。

一
二
七
六

行
省
左
右
司
員
外
郎）

（5
（

徐
公
琰

現
在
の
文
廟
・
碑
林
の
建
築
の
構
成
は
こ
の
時
点
で
形
成
。「
奉
元
路
重
修
廟
学
記
碑
」

よ
り
。

一
二
七
七

諸
学
総
管）

（（
（

任
佐

割
れ
た
石
碑
の
修
復
、
金
末
に
倒
れ
た
石
碑
を
立
て
直
し
、
も
と
の
様
子
へ
。「
重
立

文
廟
諸
碑
記
」
よ
り
。

一
三
三
七

行
御
史
台
御
史）

（5
（

瞻
思

石
経
が
設
置
さ
れ
た
回
廊
を
修
繕
。「
奉
元
路
重
修
廟
学
記
碑
」
よ
り
。

一
三
六
五

陝
西
行
省
右
丞
韓
元

元
末
の
兵
乱
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
文
廟
と
共
に
完
璧
に
修
繕
。「
大
元
重
修
宣
圣
廟
記

碑
」
よ
り
。

一
四
七
一
（
明
）

長
安
、
咸
寧
両
県
の
県
学
も
文
廟
付
近
へ
移
動
。
府
学
と
合
わ
せ
、
一
廟
三
学
の
構
成
が
成
立
。

一
四
七
三

陝
西
巡
撫
馬
文
昇
等

文
廟
と
共
に
修
繕
。
石
碑
の
陳
列
を
調
整
。
保
護
的
建
築
を
建
造
。「
重
修
西
安
府
学

文
廟
記
」
よ
り
。

一
五
三
〇

陝
西
巡
撫
劉
天
河
、
西
安
知
府
李
文
極

建
築
を
補
強
。「
西
安
府
重
修
学
廟
之
碑
」
よ
り
。
碑
文
か
ら
〝
碑
洞
〟
の
字
が
出
現

す
る
。

一
五
八
八

府
学
教
授
曹
光
啓
等

一
五
五
五
年
の
大
地
震
に
よ
り
倒
れ
て
割
れ
た
石
碑
を
修
復
。
明
時
代
に
お
け
る
最

も
重
要
な
修
繕
。「
重
修
孔
廟
石
経
記
碑
」『
石
墨
鐫
華
』
よ
り
。

一
五
九
四

陝
西
巡
撫
劉
光
国
等

文
廟
・
三
学
・
石
経
を
修
復
。「
重
修
儒
学
碑
」
よ
り
。

一
六
一
八

欽
差
提
督
学
校
陝
西
等
処
提
刑
按
察
司

副
使
）
（2
（

梁
鼎
賢

〝
碑
亭
〟
を
建
造
。
規
模
を
拡
大
。「
重
修
廟
学
記
碑
」
に
出
自
。
同
年
著
さ
れ
た
『
石

墨
鐫
華
』
に
は
初
め
て
「
碑
林
」
が
名
称
と
し
て
登
場
。
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一
六
三
六

巡
撫
陝
西
監
察
御
史
銭
守
廉

碑
亭
等
を
修
繕
。「
重
修
文
廟
碑
記
」
よ
り
。

一
七
二
〇
（
清
）

西
安
知
府
徐
容

周
囲
に
壁
と
柵
を
増
設
す
る
。「
重
修
碑
亭
記
碑
」
よ
り

一
七
七
二

陝
西
巡
撫
畢
沅

大
規
模
な
修
繕
。
建
築
の
改
造
、
管
理
制
度
の
制
定
、
石
碑
の
整
理
等
。『
關
中
金
石

記
』『
關
中
勝
蹟
圖
志
』
等
よ
り

一
八
〇
五

西
安
知
府
盛
惇
崇

碑
林
を
修
繕
。
石
碑
の
陳
列
を
調
整
。「
重
修
西
安
府
学
碑
林
記
碑
」
よ
り
。
石
碑
に

お
い
て
「
碑
林
」
が
初
登
場
。

一
八
四
二

陝
西
巡
撫
富
呢
揚
阿

小
規
模
な
修
繕
。「
復
修
碑
林
記
」
よ
り

一
九
一
二
（
民
国
）

陝
西
省
立
図
書
館
に
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
。

一
九
一
七

陝
西
省
立
図
書
館

建
築
を
修
繕
。

一
九
三
七
－
一
九
三
八

整
修
西
安
碑
林
工
程
監
修
委
員
会
、
梁

思
成

建
築
と
石
碑
の
陳
列
を
調
整
。
全
部
で
八
陳
列
室
、
収
蔵
室
等
々
を
建
造
。
同
年
西
安

碑
林
管
理
委
員
会
が
成
立
。

一
九
三
九
－
一
九
四
〇

西
安
碑
林
管
理
委
員
会

日
本
軍
に
よ
る
空
襲
を
防
ぐ
た
め
、「
熹
平
石
経
」
を
は
じ
め
重
要
な
石
碑
の
地
下
へ

埋
め
る
作
業
を
行
う
。

一
九
四
四

陝
西
省
歴
史
博
物
館
は
成
立
。
文
廟
と
共
に
当
博
物
館
の
管
理
へ
。

一
九
四
七

陝
西
省
教
育
庁
、陝
西
省
歴
史
博
物
館
等

陳
列
室
を
修
繕
。
埋
ま
っ
て
い
た
石
碑
を
掘
り
出
し
に
。

一
九
五
〇
（
現
中
国
）

文
廟
と
共
に
西
北
歴
史
文
物
陳
列
館
。
の
ち
に
西
北
歴
史
博
物
館
。

一
九
五
二

陝
西
省
人
民
政
府

陳
列
室
、
碑
亭
を
修
繕
。
石
碑
の
陳
列
を
調
整
。

一
九
五
五

陝
西
省
博
物
館
へ
改
名

一
九
五
九

文
廟
は
雷
に
あ
た
り
焼
失
。
所
在
地
は
現
碑
林
広
場
へ
。

一
九
七
四

「
開
成
石
経
」
陳
列
室
を
全
面
的
に
修
繕
。
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一
九
七
五

「
石
台
孝
経
」
を
修
復
。
当
石
碑
の
部
分
が
接
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
発
見
さ
れ
た
紙
幣
等
に
よ
り
「
石
台
孝
経
」
は
一
〇
八
七
年

現
所
在
地
へ
移
動
さ
れ
る
と
以
降
同
じ
場
所
に
安
置
。

一
九
七
九

太
和
元
気
坊
、
碑
亭
、
陳
列
室
等
を
修
繕
。
地
震
対
策
。
著
名
な
石
碑
に
ガ
ラ
ス
張
り
。

一
九
八
二
－
一
九
八
三

資
料
の
増
加
に
よ
り
陳
列
室
を
新
た
に
建
造
。
石
碑
の
移
動
。

一
九
八
七

九
〇
〇
周
年
記
念
。

一
九
九
一

石
碑
、
石
刻
、
書
法
類
文
化
財
以
外
の
も
の
は
全
て
、
新
た
に
落
成
し
た
陝
西
歴
史
博
物
館
へ
。

一
九
九
三

西
安
碑
林
博
物
館
と
改
名
。

3　

博
物
館
と
し
て
の
「
碑
林
」

以
上
の
表
か
ら
碑
林
は
、
唐
皇
帝
の
命
に
よ
っ
て
営
造
さ
れ
た
石
碑
群
が
、
宋
代
に
現
在
の
地
へ
と
移
築
さ
れ
て
か
ら
、
代
々
西
安
地

域
を
治
め
て
い
た
地
方
長
官
に
よ
っ
て
保
護
や
修
繕
を
受
け
、
九
〇
〇
年
余
り
の
時
を
経
て
、
今
日
の
西
安
碑
林
博
物
館
が
形
作
ら
れ
て

き
た
歴
史
的
経
緯
が
理
解
で
き
る
。

「
碑
林
」
と
い
う
名
称
は
、
一
六
一
八
年
に
明
の
趙
崡
が
著
し
た
、
石
碑
を
紹
介
し
た
書
籍
『
石
墨
鐫
華
』
に
初
出
し
て
お
り
、
碑
文
に

お
い
て
は
「
重
修
西
安
府
学
碑
林
記
碑
」
で
初
め
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、「
碑
林
」
と
い
う
名
称
が
出
現
し
て
か
ら
も
、〝
碑
洞
〟

や
〝
碑
院
〟
等
と
併
用
さ
れ
続
け
て
お
り
、「
碑
林
」
が
定
着
す
る
の
は
「
重
修
西
安
府
学
碑
林
記
碑
」
が
建
て
ら
れ
て
以
降
の
こ
と
で
あ

る
）
11
（

。碑
林
の
性
質
に
つ
い
て
路
は
、
儒
家
経
典
を
収
蔵
す
る
石
質
の
図
書
館
で
あ
り
、
内
容
が
豊
富
な
歴
史
資
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
書
法

芸
術
の
宝
庫
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
ら
に
加
え
、
筆
者
は
碑
林
を
中
国
最
古
の
博
物
館
で
も
あ
っ
た
と
主
張
し
た
い
。
前
述
の

通
り
、
博
物
館
は
そ
の
名
称
が
付
け
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
博
物
館
と
し
て
の
機
能
や
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
博
物
館
と
認
定
す
る
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こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
以
下
で
は
、
碑
林
が
何
時
頃
か
ら
博
物
館
と
し
て
の
体
裁
を
有
し
始
め
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

①
収
集

碑
林
は
、「
石
台
孝
経
」
や
「
開
成
石
経
」
を
中
心
と
し
て
、
時
代
が
経
る
に
つ
れ
て
多
数
の
石
碑
が
収
集
さ
れ
て
い
っ
た
。『
西
安
碑

林
史
』
に
は
、
碑
林
の
主
た
る
収
集
活
動
が
記
さ
れ
て
お
り
、
収
集
の
歴
史
的
過
程
を
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る

）
11
（

。
碑
林
に
お
け
る
初
め

て
の
収
集
に
関
す
る
明
確
な
記
載
は
、
現
西
安
碑
林
博
物
館
が
所
蔵
す
る
顔
真
卿
の
「
顔
氏
家
廟
碑
」
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
碑
文
に
は
、

「
時
太
平
興
国
七
年
八
月
二
十
九
移
」
と
の
刻
字
が
遺
存
し
て
お
り
、
九
八
二
年
に
文
廟
へ
移
築
・
収
集
さ
れ
て
碑
林
の
一
部
と
な
っ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
九
九
三
年
に
は
秦
の
李
斯
に
よ
る
「
峄
山
刻
石
」
が
文
廟
で
重
刻
さ
れ
、
一
〇
一
〇
年
に
は
「
拪
先
茔
記
碑
」

及
び
「
三
墳
記
碑
」
が
文
廟
で
刻
ま
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

一
〇
八
七
年
、「
開
成
石
経
」
及
び
「
石
台
孝
経
」
と
と
も
に
府
学
の
北
側
へ
移
築
さ
れ
た
の
は
、「
顔
、
褚
、
欧
阳
、
徐
、
柳
之
書
、

下
迨
偏
旁
字
源
之
类
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
顔
真
卿
と
褚
遂
良
・
欧
陽
詢
・
徐
浩
・
柳
公
権
の
書
法
作
品
が
刻
ま
れ
た
石
碑
、
及
び
夢
英
に

よ
る
「
篆
書
目
錄
偏
旁
字
源
碑
」
を
は
じ
め
と
す
る
幾
つ
か
の
石
碑
で
、
こ
れ
ら
も
碑
林
資
料
の
一
部
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ

れ
は
碑
林
資
料
が
継
続
し
て
収
集
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
他
に
も
宋
代
に
お
け
る
金
石
学
の
勃
興
に
よ
り
、
数
多
く
の
石
碑

が
碑
林
へ
と
集
め
ら
れ
て
い
た）

11
（

。

そ
の
後
、
西
安
地
域
は
金
・
元
の
版
図
と
な
り
、
碑
林
資
料
の
収
集
活
動
に
つ
い
て
の
記
載
は
み
え
な
く
な
る
。
一
方
、
元
代
の
駱
天

驤
に
よ
る
『
類
編
長
安
志
』
に
は
、
金
・
元
代
の
碑
林
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
石
碑
は
四
一
種
、
そ
の
な
か
で
新
た
に
収
集
さ
れ
た
石
碑
は

宋
代
に
建
造
さ
れ
た
「
興
慶
池
禊
宴
詩
碑
」
や
「
唐
金
蘭
貼
碑
」
等
の
四
種
、
及
び
金
・
元
代
に
新
た
に
刻
ま
れ
た
「
重
修
碑
院
七
賢
堂

記
碑
」
や
「
奉
元
路
重
修
廟
学
記
碑
」
等
の
九
種

）
11
（

で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

明
代
に
お
い
て
、
元
代
ま
で
に
収
集
さ
れ
て
い
た
六
六
種
の
石
碑
に
加
え
、
さ
ら
に
唐
碑
七
種
・
宋
碑
六
種
・
明
碑
三
〇
種

）
11
（

が
収
集
さ
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れ
て
い
る
。
清
代
は
金
石
学
の
再
興
期
で
あ
り
、
石
碑
だ
け
で
な
く
西
安
周
辺
に
散
乱
し
て
い
た
大
量
の
石
質
の
資
料
が
碑
林
へ
運
ば
れ
、

清
末
頃
に
な
る
と
資
料
の
数
は
爆
発
的
に
増
加
し
て
い
た
。
前
述
の
足
立
は
、「
現
今
碑
林
に
収
藏
さ
れ
て
居
る
石
碑
は
す
べ
て
六
百
六
十

七
方
あ
り
と
い
ふ）

1（
（

」
と
証
言
し
て
お
り
、
こ
の
数
字
は
一
九
一
四
年
出
版
の
『
図
書
館
所
管
碑
林
碑
目
表
』
が
公
表
し
た
一
七
二
種
、
八

四
七
基

）
11
（

と
い
う
デ
ー
タ
と
大
い
に
相
違
し
て
い
る
も
の
の
、
後
者
の
数
字
は
石
碑
の
他
、
墓
誌
・
造
像
碑
・
石
経
等
も
含
め
た
も
の
と
推

測
で
き
よ
う
。
足
立
が
書
き
残
し
た
六
六
七
基
と
い
う
石
碑
の
数
は
清
末
に
統
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
清
代
に
お
け
る
碑
林
資
料
の
収

蔵
状
況
が
窺
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
点
か
ら
現
在
ま
で
、
碑
林
資
料
は
出
土
等
に
よ
っ
て
収
集
ま
す
ま
す
増
加
し
て
お
り
、
テ
ー

マ
ご
と
、
陳
列
室
ご
と
に
展
示
を
行
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
碑
林
に
お
け
る
資
料
の
収
集
は
、
創
立
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
継

続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
保
存

表
3
で
示
し
た
よ
う
に
、
碑
林
は
陝
西
省
も
し
く
は
西
安
地
域
の
地
方
長
官
に
よ
っ
て
補
修
・
保
存
が
行
わ
れ
て
き
た
。
保
存
行
為
の

嚆
矢
は
、
一
〇
八
七
年
に
漕
運
使
呂
大
忠
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
、
当
時
の
文
廟
が
所
在
し
た
環
境
が
高
湿
度
で
石
碑
が
泥
土
の
中

に
埋
ま
り
や
す
く
、
十
分
な
保
護
が
で
き
な
か
っ
た）

11
（

た
め
現
在
の
地
へ
石
碑
群
を
移
築
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
呂
は
建
築
物
や
回

廊
、
碑
亭
も
建
造
し
、
そ
れ
以
降
も
歴
代
の
地
方
長
官
が
建
物
の
補
修
や
資
料
規
模
の
増
加
に
努
め
た
が
、
碑
林
が
専
用
建
物
を
有
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
〇
八
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、「
京
兆
府
府
学
新
移
石
経
記
碑
」
の
碑
文
に
明
確
に
刻
ま
れ
て

い
る）

11
（

。經
始
于
元
祐
二
年
初
秋
、
盡
孟
冬
而
落
成
。
門
序
旁
启
、
双
亭
中
峙
、
廊
廡
回
環
、
不
崇
不
卑
、
誠
故
都
之
壮
観
、
翰
墨
之
渊
薮
也
。

（
建
物
の
建
設
は
一
〇
八
七
年
初
秋
か
ら
始
ま
り
、
孟
冬
の
終
わ
り
頃
に
建
物
が
落
成
し
た
。
入
り
口
は
府
学
の
横
に
あ
り
、
碑
亭
は

屹
立
し
、
門
廊
は
回
っ
て
い
る
。
建
物
は
整
然
と
し
て
お
り
、
古
都
の
大
き
く
素
晴
ら
し
い
光
景
や
翰
墨
の
集
ま
り
の
世
界
を
実
に
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呈
し
て
い
る
。）

こ
の
碑
文
は
、『
關
中
金
石
記
』
を
著
し
た
畢
を
始
め
、
足
立
や
塚
田
を
含
む
中
日
両
国
の
研
究
者
達
が
碑
林
の
濫
觴
を
説
明
す
る
際
に

用
い
る
史
料
で
あ
り
、
彼
ら
が
碑
林
に
関
す
る
専
用
建
物
の
創
出
を
碑
林
の
濫
觴
と
み
な
し
て
い
た
と
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

③
研
究

宋
代
に
は
す
で
に
、
碑
文
を
中
心
と
す
る
金
石
学
の
研
究
は
開
始
さ
れ
て
い
た
が
、
初
め
て
碑
林
を
研
究
対
象
と
し
、
碑
林
資
料
の
種

類
を
明
記
し
た
の
は
、
元
代
の
駱
天
驤
が
著
し
た
『
類
編
長
安
志
』
第
一
〇
巻
「
石
刻
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た）

11
（

。
し
か
し
『
類
編
長
安
志
』

で
は
、
石
碑
の
所
在
を
「
文
廟
」
と
さ
れ
、
碑
林
と
結
び
つ
け
る
記
載
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
表
3
で
示
し
た
よ
う
に
、
府
学
・

文
廟
・
碑
林
が
一
体
化
し
た
構
造
が
一
一
〇
三
年
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
殊
に
文
廟
と
碑
林
は
前
後
に
隣
接
し
て
い
る
た
め
、『
類
編
長
安

志
』
が
著
さ
れ
た
当
時
は
碑
林
を
文
廟
の
一
部
と
み
な
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
駱
天
驤
は
碑
林
を

独
立
し
た
施
設
と
し
て
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、『
類
編
長
安
志
』
を
碑
林
研
究
の
始
ま
り
と
は
み
な
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。

明
代
の
『
石
墨
鐫
華
』
に
は
、
石
碑
の
所
在
を
明
記
し
て
い
る
内
容
も
見
受
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
書
籍
の
性
格
は
全
国
の
石
碑
を

網
羅
す
る
案
内
書
で
あ
り
、「
自
序
」
に
は
「
碑
林
」
な
る
用
語
が
初
出
し
て
い
る
も
の
の
、
目
録
や
本
文
で
は
碑
林
の
こ
と
を
全
て
「
西

安
府
学
」
と
呼
称
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
い
た
っ
て
も
府
学
・
文
廟
・
碑
林
は
一
体
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
一
方
、

上
述
し
た
畢
沅
が
一
七
七
八
年
に
刊
行
し
た
『
關
中
勝
蹟
圖
志
』
に
は
、
碑
林
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
の
目
録
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

石
碑
保
存
の
た
め
の
専
用
の
建
物
を
建
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

臣
自
莅
任
以
后
、
每
飭
有
司
增
亭
建
立
、
凡
為
風
雨
所
侵
、
亦
勿
令
有
顛
仆
之
患
、
回
廊
曲
榭
、
挨
次
比
肩
、
庶
考
古
者
、
得
以
有

所
観
覧
也
。（
私
は
、
巡
撫
に
着
任
し
て
か
ら
常
に
官
吏
に
碑
亭
等
建
物
を
増
や
す
よ
う
に
命
令
し
て
お
り
、
凡
そ
風
や
雨
に
侵
食
さ

れ
、
ま
た
は
顛
仆
す
る
可
能
性
の
あ
る
石
碑
で
あ
れ
ば
保
護
す
る
。
こ
の
た
め
に
建
て
た
建
物
は
数
多
く
隣
接
し
て
い
る
。
遺
物
を
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用
い
て
歴
史
を
研
究
す
る
人
な
ら
ば
、
こ
れ
で
建
物
の
中
で
石
碑
等
を
観
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。）

畢
は
自
分
の
功
績
を
述
べ
な
が
ら
も
、
碑
林
の
建
物
を
設
営
す
る
目
的
が
、
石
碑
を
研
究
す
る
人
々
の
便
宜
を
図
る
た
め
で
あ
っ
た
こ

と
を
明
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
博
物
館
が
、
博
物
館
資
料
を
研
究
す
る
人
々
の
た
め
の
施
設
で
あ
る
点
と
、
本
質
的
に
違
い
が
な
い
と
い

え
る
。
従
っ
て
筆
者
は
、
畢
が
『
關
中
勝
蹟
圖
志
』
を
刊
行
し
た
一
七
七
八
年
時
点
で
、
碑
林
に
研
究
施
設
と
し
て
の
機
能
が
保
有
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
認
め
、
博
物
館
と
化
し
て
い
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
捉
え
た
い
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
私
見
で
は
碑
林
研
究
の
始
ま
り
を
、
同
じ
く
畢
が
一
七
八
二
年
に
刊
行
し
た
『
關
中
金
石
記
』
で
あ
る
と
考

え
る
。
こ
の
書
籍
は
、
關
中
地
域
全
体
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
収
録
さ
れ
て
い
る
石
碑
の
数
も
種
類
も
清
代
の
他
の
同
類
書
籍
を
圧
倒

し
て
い
る
。
畢
は
金
石
学
の
み
な
ら
ず
、
経
史
・
地
理
・
方
志
学
等
の
教
養
も
身
に
つ
け
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
石
碑
の
考
察
で
は
、

碑
文
に
関
す
る
歴
史
的
根
拠
を
引
用
し
て
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
単
な
る
石
碑
の
所
在
を
記
述
す
る
だ
け
の
書
籍
と
は
、
研
究

水
準
が
は
る
か
に
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、『
關
中
金
石
記
』
は
貴
重
な
学
術
的
価
値
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
刊
行
当
初
か
ら
多

く
の
学
者
に
評
価
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
碑
林
に
関
わ
る
記
述
は
、
碑
林
の
陳
列
や
保
存
の
た
め
の
建
物
を
修
繕
・
改
造
し
た
一
七

七
二
年
以
降
に
記
し
た
も
の
と
筆
者
は
推
測
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
畢
沅
が
初
め
て
碑
林
を
見
学
し
た
際
に
、
碑
林
は
「
見
屋
宇
傾
圮
、

石
経
及
諸
碑
率
弃
榛
莽
（
建
物
が
傾
い
て
お
り
、
開
成
石
経
や
諸
石
碑
は
茂
っ
た
草
木
に
雑
に
放
置
さ
れ
て
い
る）

11
（

）」
状
態
で
あ
っ
た
た

め
、
ま
ず
建
物
等
の
修
繕
を
行
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
碑
林
の
研
究
機
能
は
、
一
七
七
二
年
の
修
繕
の
完
成
か
ら
一
七

八
二
年
の
『
關
中
金
石
記
』
の
刊
行
ま
で
の
間
、
す
で
に
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
絞
る
と
、
一
七
七
八
年
の
『
關
中
勝
蹟

圖
志
』
に
は
碑
林
の
目
録
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
点
で
碑
林
の
研
究
機
能
は
有
効
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
を
要
す
る
に
、
基
本
的
機
能
の
う
ち
の
三
機
能
に
つ
い
て
の
検
証
を
通
し
て
、
碑
林
は
畢
沅
に
よ
る
保
存
施
設
の
修
繕
・
改
造
が

完
了
し
た
一
七
七
二
年
に
、
博
物
館
と
し
て
の
体
裁
を
す
で
に
整
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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④
展
示

碑
林
は
一
〇
八
七
年
に
現
在
の
地
へ
移
築
さ
れ
て
か
ら
展
示
が
行
わ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

開
成
石
経
分
列
東
西
次
比
而
陳
列
焉
、
明
皇
注
孝
経
及
建
学
碑
則
立
于
中
央
、
顔
、
褚
、
欧
阳
、
徐
、
柳
之
書
、
下
迨
偏
旁
字
源
之

類
分
布
于
庭
之
左
右
。（
開
成
石
経
は
左
右
に
順
次
陳
列
さ
れ
、
石
台
孝
経
及
び
建
学
碑
は
中
央
に
設
置
さ
れ
、
顔
真
卿
、
褚
遂
良
、

欧
陽
詢
、
徐
浩
、
柳
公
権
の
書
が
刻
ま
れ
た
石
碑
、
篆
書
目
錄
偏
旁
字
源
碑
は
庭
の
左
右
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。）

こ
の
内
容
か
ら
、
碑
林
は
す
で
に
宋
代
か
ら
室
内
と
室
外
に
区
分
し
て
展
示
さ
れ
、
石
碑
は
分
類
さ
れ
た
上
で
意
図
的
な
配
列
に
基
づ

く
展
示
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
金
代
に
な
る
と
、
碑
林
に
初
め
て
の
修
繕
が
行
わ
れ
る
。
一
二
三
一
年
か
ら
元
軍
の
攻
撃
を

受
け
た
金
の
人
々
は
、
長
安
か
ら
逃
げ
る
際
に
石
碑
を
倒
し
た
た
め
、
一
二
七
七
年
に
地
方
長
官
が
碑
林
を
元
の
状
態
に
直
す
ま
で
の
間
、

展
示
は
で
き
な
か
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
次
の
元
・
明
代
に
お
い
て
は
、
碑
林
の
展
示
に
関
す
る
記
載
は
、
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の

後
、
清
代
の
『
西
安
府
志
』
第
一
九
巻
「
學
校
志
」
に
お
い
て
、
一
七
七
二
年
の
大
改
修
後
の
碑
林
の
様
子
が
明
ら
か
と
な
る）

11
（

。

乾
隆
壬
辰
、
中
丞
畢
公
復
新
焉
。
陝
甘
資
政
錄
。
西
安
郡
學
後
舊
有
碑
林
、
置
唐
宋
以
來
石
刻
、
歲
久
未
修
、
牆
宇
傾
圯
、
兼
以
俗

工
日
事
捶
拓
貞
珉
、
將
有
日
損
之
勢
。
余
簡
任
封
圻
蒞
止
斯
土
、
釋
奠
之
始
、
議
加
攺
建
、
不
一
歲
而
工
畢
。
爲
堂
五
楹
、
㳟
奉
我

朝
列
聖
、
御
書
貞
石
、
南
爲
敬
一
亭
、
又
南
建
庭
、
並
左
右
廊
廡
數
十
楹
、
砌
置
開
成
石
經
及
宋
元
以
前
碑
版
、
又
南
置
石
臺
孝
經
、

以
上
屋
宇
並
周
以
䦨
楯
、
其
鎻
鑰
有
司
掌
之
、
帖
估
不
得
恣
意
摹
榻
、
庻
舊
刻
得
以
埀
諸
永
久
、
至
明
代
及
近
人
碑
刻
、
則
汰
存
其

佳
者
、
別
建
三
楹
于
敬
一
亭
之
西
、
爲
之
安
置
、
兼
以
資
搨
工
口
食
焉
。（
一
七
七
二
年
、
畢
沅
は
碑
林
を
再
度
復
興
さ
せ
た
。『
陝

甘
資
政
錄
』
に
よ
る
と
、
西
安
の
府
学
の
後
ろ
に
古
く
か
ら
碑
林
が
あ
り
、
唐
・
宋
以
来
の
石
刻
が
置
か
れ
て
い
る
。
時
が
長
く
経

っ
て
も
碑
林
は
修
繕
が
な
さ
れ
ず
、
壁
や
建
物
が
傾
い
て
い
る
。
か
つ
日
常
的
に
下
手
に
採
拓
さ
れ
て
い
る
た
め
、
日
毎
に
壊
れ
る

傾
向
が
あ
る
。
私
は
巡
撫
に
選
ば
れ
こ
の
土
地
に
到
着
し
、
府
学
で
先
師
を
祭
る
際
に
碑
林
の
改
修
を
検
討
し
、
一
年
足
ら
ず
で
工
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事
が
終
わ
っ
た
。
清
朝
歴
代
の
皇
帝
の
御
書
が
刻
ま
れ
た
石
碑
を
設
置
す
る
た
め
に
五
軒
の
建
物
を
作
っ
て
お
り
、
そ
の
南
に
あ
る

敬
一
亭
の
さ
ら
に
南
に
庭
並
び
に
左
右
に
回
廊
一
〇
数
軒
を
設
け
て
、
開
成
石
経
及
び
宋
・
元
以
前
の
石
碑
の
居
場
所
を
作
成
し
て

設
置
し
、
ま
た
そ
の
南
に
石
台
孝
経
を
配
置
し
た
。
こ
れ
ら
の
も
の
を
建
物
に
入
れ
る
上
、
周
り
に
柵
で
固
め
、
建
物
の
鍵
は
専
門

人
員
が
管
理
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
勝
手
な
採
拓
は
で
き
な
く
な
り
、
古
い
石
刻
は
後
世
に
残
す
こ
と
が
で
き
る
。
明
時
代
及
び

清
時
代
の
石
碑
は
、
良
い
も
の
だ
け
選
び
、
敬
一
亭
の
西
に
ま
た
建
物
三
軒
を
建
設
し
て
設
置
す
る
。
こ
れ
を
拓
工
の
生
計
の
た
め

採
拓
さ
せ
る
。）

足
立
は
ま
た
、『
長
安
史
蹟
の
研
究

）
1（
（

』
で
、
以
下
の
如
く
記
し
て
い
る
。

現
在
の
碑
林
の
設
計
や
屋
宇
は
畢
沅
當
時
の
名
殘
で
あ
る
。
そ
の
後
多
少
の
修
理
を
加
へ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
乾
隆
時
代
の
舊
態
は

そ
の
儘
に
保
持
し
て
居
る
。

つ
ま
り
、
足
立
が
考
察
し
た
際
の
碑
林
は
、
ほ
と
ん
ど
畢
が
改
修
し
た
時
点
の
ま
ま
で
あ
り
、
足
立
の
記
述
か
ら
一
七
七
二
年
の
碑
林

で
は
、
足
立
が
碑
林
を
訪
問
し
た
際
と
変
わ
ら
な
い
展
示
が
行
わ
れ
て
い
た
と
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
足
立
に
よ
る
手

書
き
の
平
面
図
（
図
1
）
は
、
自
ら
実
見
し
た
碑
林
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
畢
の
改
修
時
か
ら
変
化
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ

ず
、
一
七
七
二
年
以
降
の
碑
林
の
景
観
は
変
化
す
る
こ
と
な
く
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
さ
ら
に
、
関
野
が
撮
影
し
た
写
真

（
図
（
）
及
び
文
廟
・
碑
林
全
体
の
平
面
図
（
図
3
、
4
）
は
、
よ
り
詳
細
に
当
時
の
展
示
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
で
あ
る
。
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図1　碑林平面図
　　  （註（28）277頁より転載）

図3　関野による平面図碑林側（註（33）9頁より転載）

図4　関野による平面図碑林文廟全体（註（33）10頁より転載）

図2　1906年碑林の展示実景
　　  （註（31）第1輯36頁、註（32）
　　  第9輯12頁、註（33）5頁より転載）
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碑
林
が
何
時
か
ら
博
物
館
と
し
て
の
要
件
を
有
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
畢
沅
が
石
碑
を
研
究
す
る
人
々
の
た
め
に
、
碑
林
の
改
修

及
び
規
模
拡
大
を
行
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
畢
沅
の
行
為
は
、
石
碑
資
料
を
研
究
す
る
人
が
自
由
に
碑
林
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
資

料
を
広
く
公
開
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

足
立
の
記
載
か
ら
も
、
碑
林
の
博
物
館
機
能
を
示
す
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。

碑
林
は
陝
西
巡
撫
の
直
轄
で
、
常
に
守
衞
を
置
い
て
之
を
看
守
し
て
居
る
。
冬
期
三
ヶ
月
間
は
封
鎖
し
て
開
か
な
い
け
れ
ど
、
其
の

他
は
縦
覧
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
碑
林
内
に
は
常
に
七
八
人
の
職
工
が
出
入
り
し
て
古
碑
の
拓
本
を
作
つ
て
居
り
、
碑
林
の
門
外
に

は
十
數
の
翰
墨
堂
卽
ち
拓
本
店
が
軒
を
並
べ
て
、
拓
本
を
販
賣
し
て
居
る
。

か
か
る
内
容
か
ら
足
立
は
、
碑
林
は
冬
の
三
ヶ
月
を
除
い
て
見
学
で
き
る
と
明
記
し
て
お
り
、
一
般
公
開
と
い
う
要
件
と
符
合
し
て
い

る
。
ま
た
畢
は
初
め
て
碑
林
を
訪
れ
た
際
に
、
石
碑
が
気
ま
ま
に
採
拓
さ
れ
て
い
る
情
景
を
見
て
、
保
護
の
た
め
に
勝
手
な
採
拓
を
禁
止

し
、
重
要
な
石
碑
に
は
柵
を
設
置
し
た
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
石
碑
を
保
護
す
る
た
め
の
対
策
で
あ
り
、
一
般
公
開
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
資
料
の
保
存
を
積
極
的
に
行
っ
た
行
為
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

先
述
し
た
足
立
の
『
長
安
史
蹟
の
研
究
』
の
記
述
内
容
を
『
西
安
府
志
』
と
対
照
さ
せ
る
と
、
碑
林
に
は
少
な
く
と
も
非
常
勤
館
長
で

あ
る
「
巡
撫
」
と
警
備
の
役
割
を
担
う
「
守
衞
」、
建
物
や
柵
の
鍵
を
管
理
す
る
「
司
」
及
び
拓
本
の
販
売
で
自
給
自
足
す
る
「
拓
工
」
が

存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
専
門
職
員
の
駐
在
と
い
う
要
件
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
。『
西
安
府
志
』
に
よ
れ
ば
、
拓
本
の
販
売
は
〝
拓
工
の

た
め
〟
と
明
記
さ
れ
て
い
て
限
定
的
で
あ
り
、
ま
た
前
掲
し
た
よ
う
に
「
庶
考
古
者
、
得
以
有
所
観
覧
也
」
と
明
瞭
に
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
非
営
利
的
と
い
う
点
に
お
い
て
も
充
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
常
設
性
に
関
し
て
は
、
表
（
の
よ
う
に
一
〇
八
七
の
創
立
か
ら
現
代
の
博
物
館
ま
で
の
沿
革
を
み
る
と
、
戦
乱
や
自
己
の
要
因

で
碑
林
の
機
能
が
喪
失
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
も
の
の
、
総
体
的
に
は
こ
れ
ほ
ど
常
設
的
な
施
設
は
世
界
的
に
み
て
も
珍
し
い
。
従
っ
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て
、
一
七
七
二
年
に
改
修
さ
れ
て
以
降
の
碑
林
は
、
博
物
館
が
有
す
べ
き
機
能
や
要
件
を
ほ
と
ん
ど
具
備
し
て
お
り
、『
關
中
勝
蹟
圖
志
』

が
刊
行
さ
れ
た
一
七
七
八
年
ま
で
に
、
近
代
的
博
物
館
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
想
定
し
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ
っ
て
本
稿

で
は
、
こ
の
時
点
で
碑
林
は
中
国
最
古
の
博
物
館
と
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
提
唱
し
た
い
と
考
え
る
。 

む
す
び
に
か
え
て

現
在
、
中
国
で
は
自
国
の
博
物
館
史
・
博
物
館
学
史
に
関
す
る
研
究
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
お
り
、
新
た
な
事
実
が
相
次
い
で
発
見
さ
れ

て
い
る
。
近
年
、
一
部
の
学
者
が
唱
え
て
い
る
一
八
二
九
年
設
立
の
〝
マ
カ
オ
大
英
博
物
館
〟
が
中
国
初
の
博
物
館
で
あ
る
と
い
う
論
説

は
、
こ
の
一
例
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
と
さ
ら
マ
カ
オ
大
英
博
物
館
に
触
れ
な
か
っ
た
が
、
機
会
を
得
て
考
究
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

博
物
館
学
史
の
全
体
像
に
関
し
て
は
、
先
学
に
よ
る
研
究
成
果
を
批
判
的
に
検
証
し
、
さ
ら
な
る
古
い
時
代
の
博
物
館
学
発
生
に
関
す
る

史
実
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
一
旦
中
国
最
古
の
博
物
館
を
一
七
七
二
年
頃
に
遡
る
結
論
を
得
た
が
、
一
般
的
に
中
国
最
古
の
博
物
館
が
設
立
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
一
八
六
八
年
と
は
、
一
〇
〇
年
余
の
空
白
期
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
間
に
他
の
博
物
館
も
し
く
は
博
物
館
機

能
を
有
し
た
施
設
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
こ
と
が
、
次
の
課
題
と
考
え
る
。
本
稿
が
、
日
本
の
博
物
館
史
・
博
物
館
学
史
の

研
究
に
幾
ば
く
か
の
刺
激
を
与
え
ら
れ
る
の
な
ら
、
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

註（
1
）　

開
設
当
初
は
「N

atural H
istory M

useum

」「M
usée de Zi-ka-w

ei

」「Siccaw
ei M

useum

」
と
も
称
さ
れ
る
。
一
九
三
一
年
に
震
旦
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大
学
の
所
属
と
な
り
、
創
始
者
で
あ
る
ウ
ー
ド
を
記
念
す
る
た
め
に
「M

usée H
eude

」（
中
国
語
名
：
震
旦
博
物
院
）
と
改
名
し
た
（「
震
旦
博

物
院
史
略
（
上
）」『
上
海
法
租
界
納
税
華
人
会
会
報
』
第
二
巻
第
五
期
、
六
七
頁
、
一
九
三
七
年
） 

。
一
九
五
三
年
中
国
科
学
院
上
海
昆
虫
研
究
所

の
所
属
と
な
り
、
二
〇
〇
二
年
同
院
生
命
科
学
植
物
生
理
生
態
研
究
院
へ
編
入
さ
れ
、
二
〇
〇
三
年
に
上
海
昆
虫
博
物
館
と
な
っ
た
。

（
（
）　

呂
建
昌
「
近
代
中
国
博
物
館
史
上
需
要
澄
清
的
一
個
問
題
│
上
海
徐
家
匯
博
物
院
創
建
年
代
質
疑
」『
上
海
文
博
論
叢
』
二
〇
一
一
年
第
四
期
、

六
六
－
七
二
頁
、
二
〇
一
一
年
。

（
3
）　

戴
麗
娟
「
従
徐
家
匯
博
物
院
到
震
旦
博
物
院
│
法
国
耶
蘇
会
士
在
近
代
中
国
的
自
然
史
研
究
活
動
」『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』

第
八
四
本
第
二
分
、
三
二
九
－
三
八
五
頁
、
二
〇
一
三
年
。

（
4
）　

尹
侖
「
法
国
人
記
録
的
中
国
第
一
座
博
物
館
│
雲
南
府
博
物
館
」『
雲
南
档
案
』
二
〇
一
七
年
一
二
期
、
四
七
－
四
九
頁
、
二
〇
一
七
年
。

（
5
）　

王
宏
均
「
博
物
館
与
社
区
歴
史
文
化　

兼
論
世
界
最
早
的
博
物
館
和
博
物
館
起
源
」『
中
国
博
物
館
』
一
九
九
四
年
〇
四
期
、
四
五
－
四
七
頁
、

一
九
九
四
年
。

（
6
）　

鶴
田
総
一
郎
「
博
物
館
学
総
論
」『
博
物
館
学
入
門
』
日
本
博
物
館
協
会
、
一
九
五
六
年
。

（
（
）　

布
谷
知
夫 

「
博
物
館
の
教
育
学
習
活
動
と
展
示
と
の
関
係
」『
三
重
県
総
合
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
一
号
、
二
頁
、
二
〇
一
五
年
。

（
（
）　

王
宏
均
『
中
国
博
物
館
学
基
礎
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
四
〇
頁
、
二
〇
〇
一
年
。

（
（
）　

註
（
（
）
に
同
じ
、
四
二
頁
。

（
10
）　

註
（
（
）
に
同
じ
。

（
11
）　

鄭
瑞
「
中
国
博
物
館
小
史
」『M

useum
 study 

明
治
大
学
学
芸
員
養
成
課
程
紀
要
』
二
九
、
三
六
頁
、
二
〇
一
八
年
、
彭
露
「
中
国
博
物
館

学
の
濫
觴
と
展
開
に
関
す
る
研
究
」『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
九
巻
第
一
〇
号
、
一
〇
頁
、
二
〇
一
八
年
。

（
1（
）　

註
（
（
）
に
同
じ
、
六
九
頁
。

（
13
）　

註
（
（
）
に
同
じ
、
七
〇
頁
。

（
14
）　

註
（
（
）
に
同
じ
、
六
九
頁
。

（
15
）　Frédéric Courtois S.J

著
、
杜
若
城
訳
「LE M

U
SEÉ D

E ZI–K
A

–W
EI

」『
自
然
界
』
第
三
巻
第
二
期
、
一
四
三
－
一
五
〇
頁
、
一
九

二
八
年
。
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（
16
）　

註
（
15
）
に
同
じ
、
一
四
三
頁
。

（
1（
）　

註
（
15
）
に
同
じ
、
一
四
三
頁
。

（
1（
）　Joseph de la Servière

著
、
天
主
教
上
海
教
区
史
料
訳
写
組
訳
『
江
南
伝
教
史
』
第
二
巻
、
上
海
訳
文
出
版
社
、
一
九
八
三
年
。

（
1（
）　

註
（
（
）、
六
七
頁
。

（
（0
）　Joseph de la Servière

『H
IST

O
IRE D

E LA
 M

ISSISO
N

 D
U

 K
IA

N
G-N

A
N

』T
om

e

ⅡIm
prim

eriede l ʼO
rphelinat de T

óu-
sè-w

è 

、
一
九
四
頁
、
一
九
一
四
年
。

（
（1
）　A

uguste M
.Colom

bel

『H
istoire de la m

ission du K
iang-nan

』Im
prim

eriede l ʼO
rphelinat de T

óu-sè-w
è

、
一
九
〇
〇
年
。
漢

訳
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
二
〇
〇
九
年
輔
仁
大
学
が
出
版
し
た
『
江
南
伝
教
史
』
で
あ
る
。

（
（（
）　

註
（
（
）
に
同
じ
、
六
八
頁
。

（
（3
）　

註
（
（
）
に
同
じ
、
六
九
－
七
一
頁
。

（
（4
）　

国
幣
二
〇
分
で
あ
る
。（
註
（
（
）
と
同
じ
、
九
五
頁
） 

筆
者
に
よ
る
計
算
で
は
現
在
の
一
〇
〇
円
に
相
当
す
る
。

（
（5
）　

註
（
（
）
に
同
じ
、
六
九
頁
。

（
（6
）　

主
に
唐
・
宋
時
代
の
重
要
な
官
職
の
一
つ
で
あ
る
。
漕
運
等
で
南
部
の
物
資
を
都
城
が
あ
っ
た
北
部
に
運
輸
す
る
仕
事
が
主
な
任
務
で
あ
っ

た
が
、
宋
代
に
は
刑
獄
や
財
政
等
多
く
の
地
方
行
政
に
関
わ
り
、
絶
大
な
権
力
を
持
っ
て
い
た
。
漕
運
使
や
漕
司
と
も
い
う
。

（
（（
）　

玄
宗
皇
帝
が
書
き
写
し
た
『
孝
経
』
に
序
と
註
解
を
加
え
た
内
容
が
刻
ま
れ
た
石
碑
に
、
後
に
粛
宗
皇
帝
と
な
る
太
子
が
額
を
つ
け
た
も
の

で
、
七
四
五
年
に
完
成
し
た
。
石
台
の
上
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
「
石
台
孝
経
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
現
在
、
こ
の
石
碑
は
碑
林
博
物
館
の
碑

亭
で
野
外
展
示
さ
れ
て
お
り
、
碑
亭
の
扁
額
に
あ
る
「
碑
林
」
の
文
字
は
、
初
め
て
「
博
物
館
」
な
る
用
語
を
使
用
し
た
『
四
洲
志
』
を
編
集
し

た
林
則
徐
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）　

八
三
〇
年
か
ら
八
三
七
年
に
か
け
て
、
文
宗
皇
帝
の
命
令
を
受
け
た
書
法
家
の
艾
居
晦
や
陳
玠
等
が
、
楷
書
で
書
い
た
『
易
経
』
や
『
孝
経
』、

『
詩
経
』
等
々
の
一
二
経
及
び
『
九
経
字
様
』『
五
経
文
字
』
が
刻
ま
れ
た
石
碑
群
の
こ
と
で
あ
る
。
完
成
は
開
成
二
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
は
「
開
成
石
経
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

段
志
凌
「
清
代
碑
石
所
見
西
安
碑
林
称
謂
及
其
入
蔵
碑
林
縁
由
│
兼
談
〝
碑
〟
字
在
清
代
碑
刻
中
の
写
法
」『
碑
林
集
刊
』
二
〇
一
六
年
刊
、



13（

八
－
二
二
頁
、
二
〇
一
六
年
。

（
30
）　

足
立
喜
六
『
長
安
史
蹟
の
研
究
』
東
洋
文
庫
、
一
九
三
三
年
。

（
31
）　

現
在
西
安
に
位
置
す
る
西
北
大
学
の
前
身
で
あ
る
。
一
八
九
六
年
設
立
。
一
九
〇
二
年
陝
西
大
学
堂
。
一
九
〇
五
年
陝
西
高
等
学
堂
。
一
九

一
二
年
西
北
大
学
。

（
3（
）　

足
立
喜
六
著
、
王
双
懐
・
淡
懿
誠
・
賈
云
訳
『
長
安
史
迹
研
究
』
三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。

（
33
）　

常
盤
大
定
、
関
野
貞
『
支
那
佛
教
史
蹟
』
佛
教
史
蹟
研
究
會
、
一
九
二
五
年
－
一
九
二
六
年
。

（
34
）　

常
盤
大
定
、
関
野
貞
『
支
那
文
化
史
蹟
』
法
蔵
館
、
一
九
三
九
年
－
一
九
四
一
年
。

（
35
）　

関
野
貞
「
西
安
府
文
廟
と
碑
林
に
於
け
る
古
碑
」『
書
道
全
集
』
第
八
巻
、
平
凡
社
、
二
－
一
〇
頁
、
一
九
三
〇
年
。

（
36
）　

桑
原
隲
蔵
『
考
史
遊
記
』
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
二
年
。

（
3（
）　

註
（
36
）
に
同
じ
、
二
八
頁
。

（
3（
）　

塚
田
康
信
『
西
安
碑
林
の
研
究
』
東
方
書
店
、
一
九
八
三
年
。

（
3（
）　

山
本
謙
治
「
西
安
碑
林
博
物
館
と
館
蔵
碑
誌
装
飾
文
様
に
つ
い
て
」『
阪
南
論
集 

人
文
・
自
然
科
学
編
』
第
四
巻
第
二
号
、
二
五
－
三
六
頁
、

二
〇
〇
七
年
。

（
40
）　

清
代
に
初
め
て
設
置
さ
れ
た
官
職
で
あ
り
、
陝
西
省
の
軍
事
・
行
政
の
長
で
あ
る
。

（
41
）　

畢
沅
『
關
中
金
石
記
』、
一
七
八
二
年
。

（
4（
）　

路
遠
『
西
安
碑
林
史
』
西
安
出
版
社
、
一
九
－
二
〇
頁
、
一
九
九
八
年
。

（
43
）　

註
（
4（
）
に
同
じ
、
二
〇
－
二
一
頁
。

（
44
）　

趙
力
光
「
西
安
碑
林
歴
史
述
略 

兼
析
西
安
碑
林
迁
移
〝
三
次
説
〟」『
碑
林
集
刊
』
二
〇
〇
二
年
刊
、
一
－
一
九
頁
、
二
〇
〇
二
年
。

（
45
）　

呉
崇
山
『
碑
林
歴
史
街
区
再
研
究
』
西
安
建
築
科
技
大
学
修
士
論
文
、
二
〇
一
四
年
。

（
46
）　

唐
代
の
最
高
学
府
で
あ
り
、
教
育
行
政
管
理
機
構
で
も
あ
っ
た
。
長
官
は
祭
酒
と
い
う
。
日
本
か
ら
の
留
学
生
も
こ
こ
で
学
ん
で
い
た
。

（
4（
）　

唐
代
に
初
め
て
設
置
さ
れ
た
地
方
軍
の
長
官
。
唐
の
中
期
以
降
に
な
る
と
軍
事
だ
け
で
な
く
、
地
方
の
一
区
域
を
割
拠
す
る
ほ
ど
の
勢
力
に

ま
で
増
し
た
。
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（
4（
）　

北
宋
代
で
は
、
甘
粛
、
陝
西
、
河
南
及
び
山
西
の
各
一
部
を
「
永
興
軍
路
」
と
定
め
、
長
安
を
含
ん
だ
地
域
を
京
兆
府
と
改
名
し
て
い
る
。
永

興
軍
路
の
長
官
は
永
興
軍
路
知
府
で
あ
り
、
京
兆
府
の
そ
れ
は
京
兆
尹
で
あ
る
。

（
4（
）　

府
級
の
学
校
及
び
教
育
管
理
機
構
の
総
称
で
あ
り
、
通
常
は
孔
廟
や
文
廟
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
。

（
50
）　

元
代
に
設
置
さ
れ
た
平
章
政
事
、
左
右
丞
と
同
じ
く
、
中
書
省
に
属
す
る
参
政
官
の
こ
と
。
ま
た
、
地
方
の
行
政
機
関
を
行
省
と
い
う
が
、
行

中
書
省
の
略
称
で
あ
る
。

（
51
）　

元
代
で
は
中
書
省
に
属
し
、
科
挙
に
関
わ
る
官
職
で
あ
る
。

（
5（
）　

府
学
、
県
学
等
の
学
校
を
合
わ
せ
て
管
理
す
る
官
職
で
あ
る
。

（
53
）　

元
代
で
は
中
央
で
御
史
台
が
設
置
さ
れ
、
百
官
を
監
察
す
る
役
目
が
あ
っ
た
。

（
54
）　

省
の
監
察
及
び
司
法
を
担
当
す
る
官
職
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
按
察
使
以
外
に
陝
西
等
の
省
の
教
育
機
関
の
管
理
も
兼
務
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

（
55
）　

註
（
（（
）
に
同
じ
、
一
六
頁
。 

（
56
）　

註
（
4（
）
に
同
じ
、
一
五
－
一
六
頁
。

（
5（
）　

註
（
4（
）
に
同
じ
、
四
八
八
－
四
九
八
頁
。

（
5（
）　

註
（
4（
）
に
同
じ
、
七
〇
－
八
四
頁
。

（
5（
）　

註
（
4（
）
に
同
じ
、
一
五
七
－
一
六
〇
頁
。

（
60
）　

註
（
4（
）
に
同
じ
、
二
二
三
頁
。

（
61
）　

註
（
30
）
に
同
じ
、
二
七
九
頁
。

（
6（
）　

註
（
4（
）
に
同
じ
、
二
九
二
頁
。

（
63
）　

其
處
窪
下
、
霖
潦
衝
注
、
隨
立
輒
仆
、
埋
沒
腐
壤
、
歲
久
折
缺
。（
黎
持
「
京
兆
府
府
学
新
移
石
経
記
碑
」、
一
〇
九
〇
年
）

（
64
）　

註
（
63
）
に
同
じ

（
65
）　

註
（
4（
）
に
同
じ
、
一
五
〇
頁
。

（
66
）　

畢
沅
『
關
中
勝
蹟
圖
志
』
第
六
巻
、
一
七
七
八
年
。
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（
6（
）　

李
向
菲
「
畢
沅
『
關
中
金
石
記
』
考
論
」『
西
部
学
刊
』
二
〇
一
五
年
一
二
期
、
三
四
－
三
五
頁
、
二
〇
一
五
年
。

（
6（
）　

註
（
41
）
に
同
じ

（
6（
）　

黎
持
「
京
兆
府
府
学
新
移
石
経
記
碑
」、
一
〇
九
〇
年
。

（
（0
）　

舒
其
紳
、
厳
長
明
『
西
安
府
志
』
第
一
九
巻
、
四
庫
全
書
、
一
七
七
九
年
。

（
（1
）　

註
（
30
）
に
同
じ
、
二
七
八
頁
。

（
（（
）　

註
（
30
）
に
同
じ
、
二
七
八
－
二
七
九
頁
。


